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前
稿
「『
前編
真
素
民
農
鏡
』・『
後編
真
素
民
農
鏡
』　

翻
刻
と

注
釈
（
一
）」
に
引
き
続
き
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
刊

の
黄
表
紙
『
前編
真
素
民
農
鏡
』・『
後編
真
素
民
農
鏡
』
の
翻
刻

と
注
釈
を
試
み
る
。
本
稿
で
は
、『
前編
真
素
民
農
鏡
』
十
一

丁
表
か
ら
『
後編
真
素
民
農
鏡
』
十
八
丁
表
ま
で
を
取
り
あ
げ

る
。

　
『
真
素
民
農
鏡
』
の
詳
細
は
前
稿
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、

本
作
は
黄
表
紙
が
合
巻
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
へ
と
移
り
変
わ
る

時
期
に
創
作
・
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
、『
日
本
書
紀
』
注
釈

史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
内
容
を
持
つ
作
品
で
あ
る
。
黄
表
紙

と
し
て
は
異
質
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
う
し
た
作
品

が
創
作
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
過
渡
期
の
黄
表
紙
の
あ
り
よ
う
が

現
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
本
作
の
内
容
分
析
は
、
黄
表
紙

の
変
遷
を
考
察
す
る
一
助
と
な
る
と
考
え
る
。

【
凡
例
】

・ 

都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
所
蔵
本(

函54-19)

を
底

本
と
す
る
。

・ 

基
本
的
に
、
仮
名
遣
い
、
濁
点
、
踊
り
字
、
旧
字
、
異
体

字
な
ど
は
原
文
の
ま
ま
と
す
る
。
誤
記
も
正
さ
ず
そ
の
ま

ま
と
し
、（
マ
マ
）
と
注
記
し
た
。

・ 

た
だ
し
、
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
て
適
宜
句
読
点
を
挿
入

し
、
平
仮
名
を
漢
字
に
改
め
た
。
原
文
の
仮
名
は
ル
ビ
の

か
た
ち
で
示
し
た
。

・ 

原
文
の
ふ
り
が
な
は
右
と
区
別
す
る
た
め
（　

）
で
く

く
っ
て
示
し
た
。

・ 

紙
幅
の
関
係
上
、『
日
本
書
紀
』
は
『
書
紀
』
と
略
称
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
言
及
す
る
『
書
紀
』
本
文
は
、
特
に
断
ら

な
い
限
り
、
す
べ
て
巻
之
一
「
神
代
上
」
の
も
の
で
あ
る
。

【
翻
　
刻
】『

前編

真
素
民
農
鏡
』・『
後編

真
素
民
農
鏡
』　

翻
刻
と
注
釈
（
二
）

伊 

與 

田　
　

麻 

里 

江
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【
十
一
丁
表
】

伊い
ざ
な
ぎ
の

弉
諾
尊
は
、
泉よ

も
つ津
国
の
穢け

が

れ
を
禊み

そ

ぎ
祓は

ら

わ
ん
と
て
筑つ

く
し紫
の

日
向
の
橘

た
ち
ば
なの
小
川
口
に
て
御
身
に
つ
け
し
戎
服
、
申

（
マ
マ
）を
、
従

軍
の
う
ち
功
名
あ
る
者も

の

へ
こ
と
〴
〵
く
与あ

た

へ
給
ひ
て
、
白
衣

一ひ
と

つ
に
て
水
中
に
禊み

そ

ぎ
し
給た

ま

ふ
。
水
勢せ

い

、
上
は
早は

や

し
下
は
弱よ

は

し
と
て
、
中
流
に
禊み

そ

ぎ
し
給た

も

ふ
。
こ
れ
を
中
臣と

み

の
祓
と
申
。

則す
な
はち

六
月
三
十
日
祓
の
始は

じ

め
也
。
更
に
冠
衣
裳
を
製
し
、
国

津つ

神
を
集あ

つ

め
、
生う

み
あ
げ
給た

も

ふ
。
凡
十
四
神
、
其
う
ち
三
筒

男
の
命
は
住
吉
の
三
神
。
皆み

な

国
津つ

神
の
生う

み
給
ふ
な
り
。

〈
注
〉

・ 

筑
紫
の
日
向
の
橘
の
小
川
口
に
て
…
『
書
紀
』
第
五
段
一

書
第
六
、
黄
泉
か
ら
戻
っ
た
伊
弉
諾
が
「
吾ア

カ

身ミ
ノ

之

濁ケ
カ
ラ
ハ
シ
キ
モ
ノ
穢
」
を
「
滌

ア
ラ
ヒ
ス
テ
ン
ト
ノ
玉
ヒ

去
」、「
筑チ

ク
シ
ノ紫

日ヒ
ウ
ガ
ノ向

小ヲ
ド
ノ戸
橘

タ
チ
バ
ナ
ノ

之

檍ア
ハ
キ
ガ

原ハ
ラ

」
へ
向
か
う
描
写
を
踏
ま
え
る
。

・ 

御
身
に
つ
け
し
戎
服
、
申
を
、
従
軍
の
う
ち
功
名
あ
る
者

へ
こ
と
〴
〵
く
与
へ
給
ひ
て
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第

六
と
同
じ
く
伊
弉
諾
（
伊
邪
那
岐
）
の
禊
ぎ
を
描
く
『
古

事
記
』
上
巻
で
「
故
ニ

於ニw

投
棄
玉
フ

御ミ
ツ
エ杖q

所p

ノ

成
ル

神
ノ

名
ハ

。

衝ツ
キ

立タ
テ

舩フ
ナ

戸ド
ノ

神
。
次
ニ

於ニw

投
棄
玉
フ

御ミ
ヲ
ビ帯q

所p

ノ

成
ル

神
ノ

名
ハ

。

道ミ
チ

之ノ

長ナ
ガ

乳チ

歯ハ
ノ

神
。
…
」
と
、
伊
弉
諾
が
脱
ぎ
捨
て
た
衣

服
等
か
ら
十
二
の
神
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
。
そ

の
上
で
、
本
書
で
は
、
衣
服
か
ら
神
が
生
じ
た
の
で
は
な

く
、
軍
功
の
あ
っ
た
も
の
に
伊
弉
諾
が
自
ら
の
武
具
を
あ

「
与
へ
」
た
と
す
る
。「
戎
服
」
は
軍
服
の
こ
と
（『
漢
和

大
字
典
』
学
習
研
究
社
、
一
九
七
八
）。「
申
」
は
「
甲

（
鎧
）」
の
誤
刻
か
。

・ 

水
勢
、
上
は
早
し
下
は
弱
し
と
て
、
中
流
に
禊
ぎ
し
給
ふ

…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
六
「
上

カ
ン
ツ

瀬セ

ハ

是レ

太
ハ
ナ
ハ
タ

疾ハ
ヤ
シ。
下

シ
モ
ツ

瀬セ
ハ

是レ

太
ハ
ナ
ハ
タ

弱
ヌ
ル
シ
ト
ノ
玉
ヒテ

。便チ

濯
ス
ヽ
ギ
玉
フw

之
中ナ

カ
ツ-

瀬セq

ニ

」を
踏
ま
え
る
。

・ 

中
臣
の
祓
…
毎
年
六
月
、
十
二
月
に
行
わ
れ
る
大
祓
の
こ

と
。「
大
祓
」
は
「
百
官
以
下
万
民
の
罪
穢
を
祓
い
除
き
、

清
浄
に
す
る
た
め
の
神
道
儀
礼
」（『
国
史
大
辞
典
』〈
鎌

田
純
一
執
筆
〉、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
）
で
中
臣
氏

が
祭
祀
を
司
っ
た
こ
と
か
ら
「
中
臣
祓
」
と
呼
ば
れ
た
。

中
世
以
降
、
同
じ
く
「
中
臣
祓
」
と
呼
ば
れ
る
大
祓
の
詞

の
解
釈
も
な
さ
れ
、
多
数
の
注
釈
書
が
作
ら
れ
た
（『
神

道
史
大
辞
典
』〈
青
木
紀
元
執
筆
〉
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
四
）。
吉
川
惟
足
『
中
臣
祓
聞
書
』（
寛
文
九
年
〈
一
六

六
九
〉
成
）
も
本
書
と
同
じ
く
伊
弉
諾
の
禊
ぎ
と
「
中
臣

祓
」
と
を
関
連
付
け
て
い
る
。

+伊與田麻里江様.indd   30+伊與田麻里江様.indd   30 2026/06/18   9:34:442026/06/18   9:34:44



『前編真素民農鏡』・『後編真素民農鏡』　翻刻と注釈（二）

総合文化研究第 32 巻第 1号（2026.6） ― 42（31）―

・ 

凡
十
四
神
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
六
で
は
、
伊
弉
諾

の
禊
ぎ
に
よ
っ
て
「
八
十
枉
津
日
神
」「
神
直
日
神
」「
大

直
日
神
」「
底
津
少
童
命
」「
底
筒
男
命
」「
中
津
少
童
命
」

「
中
筒
男
命
」「
表
津
少
童
命
」「
表
筒
男
命
」
の
九
神
が

生
ま
れ
る
（
続
け
て
、
右
目
、
左
目
、
鼻
を
洗
っ
て
天
照

大
神
、
月
夜
見
尊
、
素
戔
嗚
尊
が
生
ま
れ
た
と
す
る
が
、

本
書
で
は
天
照
以
下
三
神
の
誕
生
は
次
丁
に
記
さ
れ
る
）。

ま
た
、
同
段
一
書
第
九
で
は
、「
大
直
日
神
」「
底
土
命
」

「
大
綾
津
日
神
」「
赤
土
命
」「
大
地
海
原
之
諸
神
」（
一
書

第
六
の
底
津
少
童
命
・
中
津
少
童
命
・
表
津
少
童
命
を
指

す
）
が
、『
古
事
記
』
で
は
『
書
紀
』
一
書
第
六
で
生
ま

れ
た
神
以
外
に
、「
大
禍
津
日
神
」「
伊
豆
能
賣
神
」
が
生

ま
れ
た
と
す
る
。
一
書
第
六
、
第
九
、
お
よ
び
『
古
事
記
』

で
重
複
す
る
神
を
一
神
と
数
え
れ
ば
合
計
十
四
神
と
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
禊
ぎ
の
場
面
で
は
、『
書
紀
』

の
み
な
ら
ず
『
古
事
記
』
も
合
わ
せ
て
参
照
す
る
。
な
お
、

本
書
で
は
『
書
紀
』
と
同
じ
く
神
を
「
生
む
」
と
す
る
が
、

後
述
す
る
よ
う
に
本
書
で
は
「
生
む
」
を
「
選
挙
」
の
意

と
捉
え
て
い
る
。

〈 

挿
絵
〉
白
衣
で
禊
ぎ
を
す
る
伊
弉
諾
。

【
十
一
丁
裏
・
十
二
丁
表
】

次
に
天
照
太
神
を
生う

み
給た

も

ふ
。
日ひ

よ
み
の読
尊
と
申
。
此
御
子
、
光

照
無む

る
ひ類

な
れ
ば
、
わ
が
高
天
原か

は
らの

天
津
宮
事
を
治お

さ

め
よ
と
事
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任
給
ひ
、
則す

な
は
ち
太
子
と
し
て
此
国く

に

に
は
止
む
べ
か
ら
ず
と
天

に
送お

く

り
上あ

げ
給
ふ
。
天
と
は
是
都
の
事
也
。
則
、
伊い

せ勢
内
宮

皇
太
神
と
申
奉
る
。
次
に
又
月
夜よ

み
の見

尊
、
光
り
日
に
次つ

ぎ
て

並な
ら

べ
治
め
よ
と
の
給
ふ
。
是
関
白
大
臣
の
始は

じ

め
な
り
。
其
次

に
素
戔
嗚
尊
、
此
神
は
髭ひ

げ

長
く
、
勇い

さ

み
猛た

け

く
、
い
ぶ
り
な
れ

ば
、
天
に
も
国
に
も
君
と
な
し
が
た
く
、
遠
き
根
の
国
に
行ゆ

け
と
の
給
ふ
。
こ
れ
将
軍
鎮
府
の
始
也
。
日
本
紀
に
は
此
三

神
は
二
神
共
に
生う

む
と
あ
れ
ば
、
は
じ
め
に
見
出
し
置
給
ふ

也
。
又
な
ぎ
の
尊
議は

か

り
し
て
鏡
に
愛め

て
ゝ
生う

む
と
も
あ
れ

は
、
此
度
さ
ら
に
生う

み
置お

き
し
を
上あ

げ
給
ふ
を
云
。
鏡か

ゝ
み
は
日

月
の
表
し
、
ま
た
目
鼻は

な

を
洗あ

ら

い
て
生う

む
と
云
も
徳
の
表
也
と

ぞ
。
凡
此
三
神
は
、
国
津つ

神
の
内
よ
り
生う

み
上
て
、
養
子
と

し
給
ふ
を
以
実
と
す
。
唐
の
文ふ

み

に
も
仲
尼
は
日
月
也
と
云
に

同
し
き
意
也
。
一
説
に
此
時
蛭
兒
も
生う

み
給
ふ
と
有
て
、
此

段
を
四
神
出
生
と
も
云
。
日
月
星
辰
の
四
神
に
比
す
。
生

（
ウ
ム
）と

は
選せ

ん

挙き
よ

の
曲
言
也
。
な
ぎ
の
尊
は
功
遂と

げ
て
隠か

く

れ
住
給
ふ
。

隠か
く

れ
と
は
禅
譲
を
云
。
多
賀
大
社
こ
れ
な
り
。

〈
注
〉

・ 

天
照
太
神
…
『
書
紀
』
第
五
段
正
文
で
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉

が
「
生
」
ん
だ
神
。「
日
神
」、「
大
日
孁
尊
」
と
も
。
ま
た
、

第
五
段
一
書
第
一
で
は
、
伊
弉
諾
が
左
手
に
「
白マ

ス
ミ
ノ銅

鏡カ
ヽ
ミ」

を
持
っ
た
時
に
「
化ナ

リ
イ
ツ出

之
神
」
と
さ
れ
、
同
段
一
書
第
六

で
は
、
禊
ぎ
を
し
た
伊
弉
諾
が
右
目
を
洗
っ
た
時
に
「
生ル

神
」
と
さ
れ
る
。

・ 

此
御
子
、
光
照
無
類
な
れ
ば
…
『
書
紀
』
第
五
段
正
文
、

「
大
日
孁
尊
」（
天
照
大
神
）
に
つ
い
て
説
明
し
た
文
章

「
此コ

ノ
ミ
コ子
光ア

キ

ラ

カ

華
明
彩
ニ
シ
テ

。
照テ

リw -

徹ト
ホ
ル

於
六ク

ニ
ノ合
之
内ウ

チq

ニ

」
を
踏
ま

え
る
。

・ 

わ
が
高
天
原
の
天
津
宮
事
を
治
め
よ
と
事
任
給
ひ
…
『
書

紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
で
、
伊
弉
諾
が
「
天
照
大
神
者ハ

可シe

以
テ

御
シ
ラ
スw

高タ
カ
マ
ノ天
之
原ハ

ラq

ヲ

也
」
と
「
勅コ

ト
ヨ
ザ
シ任
」
た
こ
と
を
踏
ま

え
る
。「
天
津
宮
事
」
は
『
中
臣
祓
』
に
あ
る
語
で
、
天

上
の
宮
殿
を
指
す
と
い
う
解
釈
（
出
口
佳
延
『
中
臣
祓
瑞

穂
鈔
』〈
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
自
跋
〉）
も
あ
る
が
、

本
書
で
「
高
天
原
」
を
「
都
」
と
解
す
る
こ
と
や
、
天
照

を
理
想
的
な
為
政
者
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
意
識
が
あ
る

こ
と
（
後
述
）
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
朝
廷
ノ
政
ノ
事
」（
竹

内
式
部
『
中
臣
祓
講
義
』〈
成
立
年
不
明
〉）
に
近
い
解
釈

を
採
る
と
推
測
さ
れ
る
。

・ 

則
ち
太
子
と
し
て
此
国
に
は
止
む
べ
か
ら
ず
と
天
に
送
り

上
げ
給
ふ
…
『
書
紀
』
第
五
段
正
文
で
、
伊
弉
諾
・
伊
弉

冉
が
「
霊

ク
シ
ヒ
ニ
ア
ヤ
シ
キ

異
之
兒コ

」
で
あ
る
天
照
に
つ
い
て
、「
不

p

宜ム
ヘe

久シ
ク

留
ト
ヽ
メ
マ
ツ
ルw

此ノ

國q

ニ

。
自

ミ
ツ
カ
ラ

當マ
サi

ニ

早
ハ
ヤ
ク

送
オ
ク
リ
マ
ツ
リw

テ

于
天ア

メq

ニ

而
授ル
ニ

以スu

天ア
メ
ノ上
之
事y

ヲ

」
と
、「
天
上
」
に
「
擧

オ
ク
リ
ア
グ」
こ
と
を
踏
ま
え
る
。

・ 

天
と
は
是
都
の
事
也
…
「
天
」
に
つ
い
て
は
、
一
条
兼
良

『
日
本
書
紀
纂
疏
』（
康
生
年
中
〈
一
四
五
五
〜
一
四
五
七
〉

成
。
以
下
『
纂
疏
』）
の
よ
う
に
天
上
を
指
す
と
い
う
説
、

新
井
白
石
『
古
史
通
』（
正
徳
六
年
〈
一
七
一
六
〉
成
）

の
よ
う
に
都
を
指
す
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
本
書
で
は
天

と
高
天
原
（
後
述
）
を
同
一
視
し
、
都
と
解
釈
す
る
。

・
伊
勢
内
宮
皇
太
神
…
伊
勢
内
宮
の
祭
神
の
こ
と
。

・ 

月
夜
見
尊
…
『
書
紀
』
第
五
段
正
文
で
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
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冉
が
天
照
の
次
に
「
生
」
ん
だ
神
。「
月
神
」、「
月
弓
尊
」、

「
月
読
尊
」
と
も
。
第
五
段
一
書
第
一
で
は
、
伊
弉
諾
が

右
手
に
「
白
銅
鏡
」
を
持
っ
た
時
に
「
化
出
之
神
」
と
さ

れ
、
同
段
一
書
第
十
一
で
は
、
禊
ぎ
を
し
た
伊
弉
諾
が
左

目
を
洗
っ
た
時
に
「
生
神
」
と
さ
れ
る
。

・ 

光
り
日
に
次
ぎ
て
並
べ
治
め
よ
…
『
書
紀
』
第
五
段
正
文
、

月
夜
見
に
つ
い
て
の
記
述
「
其
ノ

光
ヒ
カ
リ

彩
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
ト

亜ツ
ゲ
リp

日ヒ

ニ

。

可シw

以
テ

配
ナ
ラ
ヘp

テ

日ヒ

ニ

而
治シ

ラ
スq

」、
第
五
段
一
書
第
十
一
、
伊
弉

諾
が
「
勅
任
」
し
て
「
月
夜ヨ

ミ
ノ見
尊ト

者ハ

可シe

以
テ

配
ナ
ラ
ベp

テ

日ヒ

ニ

而

知シ
ラ
スw

天ア
メ
ノ
コ
ト事q

ヲ

也
」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

是
関
白
大
臣
の
始
め
な
り
…
前
掲
『
書
紀
』
第
五
段
正
文

「
可
以
配
日
而
治
」、
同
段
一
書
第
十
一
「
可
以
配
日
而
知

天
事
」
を
踏
ま
え
、
月
夜
見
を
天
照
を
補
佐
す
る
（
関
白
）

大
臣
と
す
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
後
述
の
、
素
戔
嗚
の

天
上
追
放
を
「
将
軍
鎮
府
」
と
す
る
記
述
と
と
も
に
、
栗

山
潜
鋒
の
史
論
書
『
保
建
大
記
』（
元
禄
二
年
〈
一
六
八

九
〉
序
、
享
保
元
年
〈
一
七
一
六
〉
刊
）
に
拠
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。『
保
建
大
記
』
で
は
、「
月
弓
尊
」
が

「
遂
ニ

輔
弼w

シ
メ

天
位q

ヲ

。
配p

日w

臨
下q

ニ

」
こ
と
を
、「
大
臣

之
象
也
」
と
す
る
。
な
お
、
月
夜
見
を
大
臣
の
祖
と
す
る

解
釈
は
、
吉
川
惟
足
『
神
代
巻
惟
足
抄
』（
成
立
年
不
明
。

以
下
『
惟
足
抄
』）「
配
日
ハ
是
臣
下
ノ
始
ナ
リ
」
に
も
近

い
。

・ 

素
戔
嗚
尊
…
『
書
紀
』
第
五
段
正
文
で
、
伊
弉
諾
・
伊
弉

冉
が
月
夜
見
、
蛭
兒
の
次
に
「
生
」
ん
だ
神
。
第
五
段
一

書
第
一
で
は
、
伊
弉
諾
が
首
を
回
し
た
時
に
「
化
神
」
と

さ
れ
、
同
一
書
第
十
一
で
は
、
禊
ぎ
を
し
た
伊
弉
諾
が
鼻

を
洗
っ
た
時
に
「
生
神
」
と
さ
れ
る
。

・ 

髭
長
く
、
勇
み
猛
く
、
い
ぶ
り
な
れ
ば
…
第
五
段
正
文
、

「
素
戔
嗚
」
に
つ
い
て
の
記
述
「
此
ノ

神ミ

有リw

勇イ
サ
ミ-

悍
タ
ケ
ヤ
ウ

以
テ

安イ
ブ
リ
ナ
ル
コ
ト忍q

」
を
踏
ま
え
る
。「
安
忍
」
は
『
惟
足
抄
』
に
よ

れ
ば
「
不
仁
」
の
意
。
加
え
て
、
同
段
一
書
第
六
、

「
生

オ
ヒ
タ
リw

八ヤ
ツ
カ
ノ握
鬚ヒ

髯ゲq

」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

天
に
も
国
に
も
君
と
な
し
が
た
く
、
遠
き
根
の
国
に
行
け

と
の
給
ふ
…
第
五
段
正
文
「
故カ

レ

其ノ

父カ
ソ

母イ
ロ
ハ

二
シ
ラ
ノ

神ミ

勅
ミ
コ
ト
ノ
リ
シ
玉
フw

素
戔
嗚ノ

尊q

ニ

。汝
イ
マ
シ

甚
ハ
ナ
ハ
タ

無ア
ヂ
キ
ナ
シ道
。不p

可ラe

以
テ

君
キ
ミ
タ
ルw

臨
宇

ア
メ
ノ
シ
タ

宙q

ニ

。

固マ
コ
トニ

當マ
サ

ニ

遠ク

適
イ
ネ
ト
ノ
玉
ヒ
テw

之
於
根ネ

ノ

国ク
ニq

ヽ

矣
。
遂
ニ

逐
ヤ
ラ
ヒ
キ

之
」
を
踏
ま

え
る
。

・ 

こ
れ
将
軍
鎮
府
の
始
也
…
『
保
建
大
記
』
に
「
既
シ
テ

而
廻

p

テ

首
ヲ

顧
眄
生
ム

w

素
戔
嗚
尊q

ヲ

。
遂
ニ

降w

シ
テ

於
天q

ヨ
リ

。
裁-w

成
シ
ム

下
土q

ヲ

。
後
世
将
軍
鎮
撫
之
象
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
す

る
。
谷
重
遠
『
保
建
大
記
打
聞
』（
享
保
五
年
〈
一
七
二
〇
〉

刊
）
は
、
素
戔
嗚
の
「
徳
」
に
よ
っ
て
「
下
土
ヲ
約
制
鎮

服
シ
メ

吾
カ

マ
ヽ
ニ
サ
セ
ヌ
意
」
で
あ
り
、「
後
世
武
将
鎮-w

撫
ス
ル

天
下q

ヲ

ノ
象
ナ
リ
」
と
す
る
。
本
書
で
は
「
鎮
府
」

と
す
る
こ
と
か
ら
、
府
（
地
方
政
府
か
）
を
「
鎮
服
」
す

る
の
意
と
捉
え
て
い
る
。
前
述
の
月
夜
見
の
記
述
も
含

め
、『
書
紀
』
第
五
段
を
「
神
代
ヨ
リ
天
子
輔
相
武
将
ノ

模
様
ア
ル
コ
ト
ヲ
云
」
う
（『
保
建
大
記
打
聞
』）
と
解
釈

す
る
『
保
建
大
記
』
を
参
照
し
、
伊
弉
諾
が
天
照
、
月
夜

見
、
素
戔
嗚
の
三
神
に
「
勅
任
」
し
た
こ
と
で
、
基
礎
的

な
政
治
体
制
が
整
っ
た
と
す
る
。
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・ 

日
本
紀
に
は
此
三
神
は
二
神
共
に
生
む
と
あ
れ
ば
、
は
じ

め
に
見
出
し
置
給
ふ
也
…
『
書
紀
』
の
天
照
・
月
夜
見
・

素
戔
嗚
の
誕
生
説
に
は
、
①
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が
「
共
ニ

生ウ
ミ
玉
フ」（
第
五
段
正
文
）、
②
伊
弉
諾
が
「
白
銅
鏡
」
を

「
手ミ

テ
ニ

持
ト
リ
玉
フ
ト
キ」
に
生
む
（
同
段
一
書
第
一
）、
③
伊
弉
諾
が

「
秡

ミ
ソ
ギ

除
ハ
ラ
ヘ
シ
玉
フ
ト
キ」
に
生
む
（
同
段
一
書
第
六
）
の
三
説
が
あ

る
。
そ
の
う
ち
、「
二
神
共
に
生
む
」
は
①
を
指
す
。
本

作
で
は
後
述
の
よ
う
に
、「
生
む
」
を
産
出
の
意
と
捉
え

ず
、「
選
挙
」
と
解
し
て
い
る
。そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
二

神
共
に
生
む
」
も
、
文
字
通
り
に
は
捉
え
て
い
な
い
と
推

測
さ
れ
よ
う
。「
見
出
し
」
は
選
出
と
同
意
と
捉
え
ら
れ

る
の
で
、
こ
こ
で
も
「
生
む
」
を
「
選
挙
」（
選
び
出
す
）

と
解
釈
し
て
い
る
と
推
定
し
て
お
く
。

・ 

又
な
ぎ
の
尊
議
り
し
て
鏡
に
愛
て
ゝ
生
む
と
も
あ
れ
は
、

此
度
さ
ら
に
生
み
置
き
し
を
上
げ
給
ふ
を
云
…
前
述
②
を

踏
ま
え
、
解
釈
を
加
え
る
。
本
書
に
お
け
る
②
説
の
解
釈

は
、
再
度
（「
さ
ら
に
」）「
生
み
置
き
し
」
三
神
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
役
職
に
推
挙
（「
上
げ
」
た
）
し
た
と
い
う
も

の
。
前
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
で
は
「
生
む
」
を

「
選
挙
」
と
解
す
る
た
め
、
三
神
を
改
め
て
選
び
出
し
た

と
解
釈
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
さ
ら
に
」
と
す
る

の
は
、
第
五
段
正
文
で
述
べ
ら
れ
る
①
説
と
の
整
合
性
を

考
慮
し
た
た
め
か
。
つ
ま
り
、
①
で
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉

が
選
出
し
て
い
た
三
神
を
、
再
び
伊
弉
諾
が
推
挙
し
た
と

捉
え
た
も
の
と
推
測
す
る
。

・ 

鏡
は
日
月
の
表
し
…
「
鏡
」
は
、
前
述
②
の
「
白
銅
鏡
」

の
こ
と
。「
日
月
の
表
し
」
の
意
味
は
く
み
取
り
に
く
い

が
、「
表
し
」
を
「
表
現
」
と
捉
え
う
る
の
で
あ
れ
ば
、「
白

銅
鏡
」
と
は
実
際
の
鏡
の
こ
と
で
は
な
く
、「
日
月
」
を

指
し
示
す
言
葉
だ
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
。

・ 

目
鼻
を
洗
い
て
生
む
と
云
も
徳
の
表
也
と
ぞ
…
前
述
③
を

踏
ま
え
る
。
前
項
と
同
じ
く
、「
表
」
を
「
表
現
」
と
捉

え
れ
ば
、
伊
弉
諾
が
目
、
鼻
を
洗
っ
て
天
照
以
下
三
神
を

生
ん
だ
と
い
う
記
述
を
、
三
神
が
有
徳
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
る
文
章
だ
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
項
で
述

べ
る
よ
う
に
、
本
書
で
は
『
書
紀
』
に
記
さ
れ
る
三
神
の

誕
生
説
を
、
文
字
通
り
に
受
け
取
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
た
め
、
こ
こ
で
も
、
一
種
の
比
喩
表
現
と
考
え
て
い
る

と
推
定
さ
れ
る
。

・ 

国
津
神
の
内
よ
り
生
み
上
て
、
養
子
と
し
給
ふ
を
以
実
と

す
…
前
述
①
、
②
、
③
で
説
か
れ
る
、
天
照
、
月
夜
見
、

素
戔
嗚
三
神
の
誕
生
説
に
対
し
て
、
本
書
で
は
、
国
津
神

（
本
書
で
は
「
諸
侯
」
を
指
す
）
か
ら
「
生
」
み
（「
選
挙
」

の
意
）、
伊
弉
諾
（
と
伊
弉
冉
）
が
養
子
と
し
た
と
い
う

の
が
「
実
」
説
で
あ
る
と
す
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、

本
書
は
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
を
男
女
神
と
捉
え
ず
、
両
神

が
「
夫
婦
」
と
な
り
「
交
合
」
し
て
国
や
神
を
生
む
と
い

う
『
書
紀
』
の
記
述
を
「
例
へ
」
と
解
し
て
い
た
。
こ
こ

で
も
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が
三
神
を
生
ん
だ
と
す
る
『
書

紀
』
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
ら
ず
「
例
へ
」
と
捉
え
、

「
実
」
を
提
示
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

・ 

仲
尼
は
日
月
也
…
『
論
語
』「
子
張
」
の
一
節
を
踏
ま
え
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る
。
孔
子
（
仲
尼
）
の
弟
子
で
あ
る
子
貢
が
、
孔
子
に
悪

口
し
た
叔
孫
武
叔
に
対
し
て
、「
仲
尼
ヲ
ハ

不p

可p

毀ソ
シ
ル

也
。

他
人
ノ

之
賢
者
ハ

。
丘
陵
也
。
猶
可p

シ

踰
コ
エ
ツ

也
。
仲
尼
ハ

日
月
ナ
リ

也
。
無w
シ

得
テ

而
踰q

ル
コ
ト

焉
」
と
、
孔
子
の
特
別
性
を
「
日
月
」

に
例
え
て
述
べ
る
。『
論
語
集
注
』
に
「
日
月
ハ

喩w

フ

其
至
テ

-

高q
」
と
あ
る
よ
う
に
「
日
月
」
は
「
至
高
」
で
あ
る
こ

と
の
比
喩
。
本
書
で
は
こ
れ
を
援
用
し
、『
書
紀
』
で
、

天
照
を
日
神
、月
夜
見
を
月
神
と
す
る
こ
と
を
、そ
の
「
至

高
」
さ
を
言
う
た
め
の
例
え
と
す
る
。

・ 

蛭
兒
…
『
書
紀
』
第
五
段
正
文
で
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が

月
夜
見
の
次
に
「
生
」
ん
だ
神
。
三
才
ま
で
足
が
立
た
ず

流
さ
れ
た
。
同
段
一
書
第
二
、
第
六
に
も
登
場
。

・ 

日
月
星
辰
の
四
神
に
比
す
…
蛭
兒
を
加
え
た
天
照
以
下
四

神
の
誕
生
と
「
日
月
星
辰
」
を
関
連
付
け
る
言
説
に
は
曲

亭
馬
琴
『
玄
同
放
言
』（
文
政
元
年
〈
一
八
一
八
〉
刊
）

巻
之
一
ノ
上
「
蛭ひ

る
こ兒

進す
さ

雄の
を

」
が
あ
る
。
馬
琴
は
天
照
を
日

の
神
、
月
夜
見
を
月
の
神
、
蛭
兒
を
星
の
神
、
素
戔
嗚
を

辰
の
神
と
し
、
四
神
を
「
日
月
星
辰
の
四
象
の
神
」
と
す

る
。

・ 

生
と
は
選
挙
の
曲
言
也
…
「
選
挙
」
は
「
多
人
数
か
ら
選

び
出
し
て
推
薦
す
る
こ
と
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学

館
、
二
〇
〇
一
）
の
意
。『
書
紀
』
で
は
伊
弉
諾
・
伊
弉

冉
が
多
く
の
神
々
を
「
生
」
む
と
す
る
が
、
本
書
で
は
こ

れ
を
「
曲
言
」、
つ
ま
り
、
婉
曲
な
表
現
（
比
喩
的
表
現
）

と
説
明
し
、
産
出
の
意
味
に
捉
え
な
い
。

・ 

な
ぎ
の
尊
は
功
遂
げ
て
隠
れ
住
給
ふ
…
『
書
紀
』
第
六
段

正
文
「
是ノ

後
伊
弉
諾ノ

尊ト

神カ
ン
コ
ト功

既ス
テ

ニ

畢
ヲ
エ
玉
ヒテ

。
霊ア

ツ
シ
レ運
當タ

マ
フ

遷
。
是コ

コ
ヲ

以
テ

構
ツ
ク
リw

幽カ
ク
レ
ノ
ミ
ヤ
宮
ヲ

於
淡ア

ハ
チ
ノ路
之
洲ク

ニq

ヽ

。
寂シ

ツ
カ然

ニ

長ク

隠カ
ク
レ
マ
シ
キ者

矣
」
を

踏
ま
え
る
。

・ 

隠
れ
と
は
禅
譲
を
云
…
前
掲
『
書
紀
』
第
六
段
正
文
「
寂

然
長
隠
者
矣
」
の
「
隠
」
に
つ
い
て
、「
崩
御
」
と
す
る

説
も
あ
る
が
（
吉
川
惟
足
『
神
代
巻
惟
足
講
説
』
成
立
年

不
明
。
以
下
『
講
説
』）、
本
書
は
譲
位
の
意
と
捉
え
る
。

・ 

多
賀
大
社
…
滋
賀
県
犬
上
郡
に
あ
る
多
賀
大
社
の
こ
と
。

『
先
代
旧
事
本
紀
』（
延
喜
初
年
〈
九
〇
一
〉
以
前
成
。
以

下
『
旧
事
紀
』）
に
「
伊
弉
諾
尊
亦
坐
淡
路
之
多
賀
」
と

あ
る
の
と
同
じ
。

〈 

挿
絵
〉「
白
銅
鏡
」
を
持
つ
伊
弉
諾
（
中
央
）
と
、
天
照
、

月
夜
見
、
素
戔
嗚
の
三
神
（
左
）。
右
は
国
津
神
か
。
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【
十
二
丁
裏
・
十
三
丁
表
】

日
神
は
磤お

の
こ
ろ

馭
盧
嶋し

ま

へ
上
り
給
へ
ど
、
処
狭せ

ば

け
れ
ば
と
て
、
国

常
立
よ
り
六
代
治
給
ふ
大
和
の
宇
多
郡
に
都
を
遷う

つ

し
、
高
天

原
と
定さ

だ

め
給
ふ
。
こ
れ
よ
り
そ
こ
を
天
と
云
。
素
尊
は
封
ら

れ
し
国
に
は
行ゆ

か
ず
し
て
筑つ

く
し紫
に
留と

ゞ

ま
り
、
貢
賦
耤
斂
を
責せ

め
て
山
川
の
民
を
苦く

る

し
ま
し
む
れ
は
、
国
神
乱
を
起お

こ
し
、

民
こ
と
〳
〵
く
恐お

そ

る
。
素
尊
武
勇
に
長
へ
し
、
死
罪
速
な
る

が
故
也
。
素
尊
ま
た
天
に
昇の

ぼ

り
給
ふ
路
次
に
天
羽
明
玉
と
云

神
迎
て
瑞
八
尺
曲
玉
と
云
甲

（
ヨ
ロ
ヒ
）を
献け

ん

じ
け
れ
ば
、
こ
れ
を
贄

と
し
て
天
に
昇の

ぼ

り
給
ふ
。
山
海
の
神
民
あ
は
や
と
恐お

そ

れ
わ

な
ゝ
き
ぬ
。
天
の
臼
女
見み

て
日
神
に
申
す
。
必か

な
ら
ず
我
か
人
民

を
害
す
な
ら
ん
と
、
御
身
に
五
百
津
御み

す
ま
る統
と
云
玉
甲
を
召め

し
、
御
裳
を
ま
つ
へ
、
御
袴は

か
ま

召め

し
十
握
の
剱
を
は
き
、
御

弓
執
持
て
武
備
を
な
し
給
ふ
。
こ
れ
を
日
神
の
御み

あ

れ

阿
礼
と

云
。
此
時と

き

素
尊
、
日
神
を
指さ

し
て
姉
の
尊
と
申
せ
し
は
、
日

神
い
ま
た
太
子
に
て
伊い

さ
な
み

弉
冉
の
御
後
役
し
て
摂
政
の
如こ

と

く
あ

り
し
ゆ
へ
、
臣
下
の
称
に
て
ち

（
マ
マ
）か
く
申
給
ふ
な
る
へ
し
。
こ

れ
を
も
て
後
世
女
躰
と
申
誤あ

や
まる
な
ら
ん
。

〈
注
〉

・ 

大
和
の
宇
多
郡
に
都
を
遷
し
、
高
天
原
と
定
め
給
ふ
…

「
高
天
原
（
天
）」
を
「
都
」
と
捉
え
る
本
書
の
解
釈
に
拠

る
。
本
書
の
よ
う
に
、
高
天
原
を
大
和
国
と
す
る
注
釈
に

は
、
谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
証
』（
宝
暦
一
二
年
〈
一

七
六
二
〉
刊
。
以
下
『
通
証
』）、
山
崎
闇
斎
『
神
代
巻
風

葉
集
』（
成
立
年
不
明
。以
下
『
風
葉
集
』）、河
村
彦
根
『
書

紀
集
解
』（
天
明
五
年
〈
一
七
八
五
〉
序
。
以
下
『
集
解
』）

等
が
あ
る
。
な
お
、
大
和
国
宇
多
郡
は
、
荒
木
田
徳
雄
『
太

神
宮
諸
雑
事
記
』（
平
安
末
撰
）
に
よ
れ
ば
、
天
照
が
「
始

め
て
天
降
り
坐
す
本
所
」（
第
一
「
垂
仁
天
皇
」）。
こ
の
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「
天
降
り
」
を
遷
都
と
捉
え
た
か
。

・ 

貢
賦
耤
斂
を
責
め
て
山
川
の
民
を
苦
し
ま
し
む
れ
は
…

『
書
紀
』
第
五
段
正
文
で
、
素
戔
嗚
に
つ
い
て
「
常
ニ

以w

テ

哭
泣

ナ
キ
イ
ザ
ツ
ルq

ヲ

為ナ
スp

行ワ
ザ
ト

」
た
め
、「
令シw

テ

国ク
ニ
ノ
ウ
チ
ノ
ヒ
ト
ク
サ

内
人
民q

ヲ

多サ
ハ
ニ

以

夭ア
カ
ラ
サ
マ
ニ
ス
折
」
と
す
る
の
を
踏
ま
え
る
。『
講
説
』
で
は
、「
夭

折
」
を
「
早
死
」
と
し
た
上
で
、「
天
命
ヲ
ヽ
ヘ
ザ
ル
人

民
ヲ
殺
シ
玉
フ
義
」
と
解
釈
す
る
。
本
書
で
は
、
素
戔
嗚

を
、
税
（「
貢
賦
」）、
年
貢
（「
耤
斂
」）
に
よ
っ
て
民
を

苦
し
め
る
為
政
者
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
神
と
す
る
。

・ 

素
尊
武
勇
に
長
へ
し
、
死
罪
速
な
る
…
素
戔
嗚
の
神
号
か

ら
そ
の
性
質
を
述
べ
た
も
の
。『
講
説
』
で
は
、
素
戔
嗚

の
「
ソ
サ
（
ス
サ
）」
に
つ
い
て
、「
ハ
ヤ
イ
事
云
ソ
、
暴

悪
ナ
事
ヲ
云
ナ
リ
」
と
す
る
。
ま
た
、『
纂
疏
』
で
は
、『
書

紀
』
第
五
段
正
文
に
、
素
戔
嗚
の
別
号
と
し
て

「
神カ

ミ
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ

素
戔
嗚
尊ト

」、「
速ハ

ヤ
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ

素
戔
嗚
尊ト

」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
、

「
神
ノ

性
暴
悪
故
ニ

曰w

フ

神
素
戔
ノ

嗚q

ト

。
又
為p

コ
ト

悪
ヲ

速
疾
ナ
ル

故
ニ

曰w

速
素
戔
嗚q

ト

也
」
と
す
る
。
同
じ
よ
う
に
、
本
書

も
素
戔
嗚
、
神
素
戔
嗚
、
速
素
戔
嗚
等
の
神
号
か
ら
、
武

勇
に
長
じ
、
死
罪
を
速
や
か
に
執
行
す
る
神
と
し
た
。

・ 

素
尊
ま
た
天
に
昇
り
給
ふ
路
次
に
…
以
下
、『
書
紀
』
第

六
段
正
文
、「
根
国
」
に
行
こ
う
と
す
る
素
戔
嗚
が
、
天

照
に
「
相ア

イ
マ
ミ
ヘ見

」
る
た
め
に
「
高
天
原
」
へ
「
昇

ノ
ボ
リ
マ
ウ
ヅ

詣
」
る
場

面
を
踏
ま
え
る
。
同
段
一
書
第
二
、
第
七
段
一
書
第
三
に

も
近
似
す
る
場
面
が
あ
る
。

・ 

天
羽
明
玉
と
云
神
…
『
書
紀
』
第
六
段
一
書
第
二
で
、
素

戔
嗚
が
天
に
昇
る
時
に
現
れ
た
「
一

ヒ
ト
リ
ノ
カ
ミ

神
」。

・ 

瑞
八
尺
曲
玉
と
云
甲
…
『
書
紀
』
第
六
段
一
書
第
二
、
羽

明
玉
が
素
戔
嗚
に
「
瑞ミ

ヅ
ノ
ヤ
サ
カ
ニ
ノ

八
坂
瓊
之
曲マ

カ

玉タ
マ

」
を
進
上
し
た
こ

と
を
踏
ま
え
る
。
本
書
で
は
曲
玉
で
は
な
く
「
甲
（
鎧
）」

と
す
る
。

・ 

山
海
の
神
民
あ
は
や
と
恐
れ
わ
な
ゝ
き
ぬ
…
『
書
紀
』
第

六
段
正
文
で
素
戔
嗚
尊
が
天
に
昇
っ
た
と
き
、「
溟オ

ホ
ウ
ミ渤
以

p

テ

之
ヲ

鼓
ト
ヽ
ロ
キ

盪
タ
ヾ
ヨ
ヒ。
山ヤ

マ
ヲ
カ岳
為メp

ニ

之カ

鳴ナ
リ

呴ホ
エ
キ。
此レ

則チ

神カ
ン
サ
ガ性
雄タ

カ
キ
ガ健
使シ

ム
ルw

之
然シ

カ
ラq

也
」
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
る
。『
惟
足
抄
』
で

は
素
戔
嗚
の
「
雄
健
」
な
「
性
」
に
山
海
が
「
動
揺
」
し

た
と
す
る
が
、
本
書
で
は
、
神
（
諸
侯
）
や
民
が
恐
れ
お

の
の
い
た
と
す
る
。

・ 

天
の
臼
女
見
て
日
神
に
申
す
…
『
書
紀
』
第
七
段
一
書
第

三
、
素
戔
嗚
尊
が
天
に
昇
っ
て
き
た
時
、「
天ア

マ
ノ
ウ
ツ
メ

鈿
女
命
」

が
天
照
に
「
告
言
」
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
。

・ 

御
身
に
五
百
津
御
統
と
云
玉
甲
を
召
し
、御
裳
を
ま
つ
へ
、

御
袴
召
し
十
握
の
剱
を
は
き
、
御
弓
執
持
て
…
『
書
紀
』

第
六
段
正
文
、
素
戔
嗚
の
来
訪
を
知
っ
た
天
照
が
「
縛

ヒ
キ
マ
ツ
ヒ

p

テ

裳ミ
モ
ヲ

、
為ナ

シp

袴ハ
カ
マニ

」、「
八ヤ

サ
カ
ニ
ノ

坂
瓊
之
五イ

ホ百
筒ツ

ノ

御ミ
ス
マ
ル統
」
を
着
て
武

装
す
る
場
面
を
踏
ま
え
る
。

・ 

日
神
の
御
阿
礼
…
「
御
阿
礼
（
御
生
）」
は
、「
神
が
誕
生

す
る
こ
と
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
天
照
が
天
岩
戸
か

ら
顕
現
し
た
こ
と
を
指
す
こ
と
が
多
い
。

・ 
姉
の
尊
…
『
書
紀
』
第
六
段
正
文
、
第
七
段
一
書
第
三
で
、

素
戔
嗚
が
天
照
を
「
姉

ア
ネ
ノ
ミ
コ
ト」

と
呼
ん
だ
こ
と
を
踏
ま
え
る
。

・ 

臣
下
の
称
に
て
…
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、本
書
は
、男
・

女
を
君
・
臣
と
解
釈
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
こ
こ
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で
も
、「
姉
」（
女
）
と
い
う
呼
称
を
「
臣
下
の
称
」
と
解

す
る
。

・ 
こ
れ
を
も
て
後
世
女
躰
と
申
誤
る
な
ら
ん
…
天
照
は
女
神

と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
書
で
は
男
神
と
捉
え
る
。

〈
挿
絵
〉
武
装
す
る
天
照
（
左
）
と
、
素
戔
嗚
（
右
）。

【
十
三
丁
裏
・
十
四
丁
表
】

造
化
も
と
地
よ
り
上
る
義
に
て
、
こ
れ
よ
り
地
神
五
代
と
い

ふ
。
日
神
大
位
の
後
は
則
天
津つ

神
也
。
天
神
四
代
の
間
は
君
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臣
徳
を
同
し
て
、
夫
婦
兄
弟
の
如こ

と

し
。
地
神
と
な
り
て
は
臣

威
衰お

と
ろへ
、
君
臣
は
上
下
父
子
の
如こ

と

し
。
さ
て
素
尊
の
給
ふ
は
、

僕
黒
心
な
し
。
一
度た

ひ

ま
み
へ
て
後の

ち

、
根
の
国
へ
ま
か
ら
ん
と

申
さ
る
れ
ど
、
日
神
許ゆ

る

し
給
は
ね
は
、
し
か
ら
ば
我わ

れ

盟
（
チ
カ
イ
）に

子
を
生う

む
べ
し
。
男
子
な
ら
は
清
心
と
知し

れ
と
な
り
。
男
と

は
君
徳
あ
る
の
表
な
り
。
時
に
日
神
ま
つ
素
尊
の
十（

ト
ツ
カ
）握
の
剱

を
乞
と
り
、
天
の
真
名
井
に
そ
ゝ
ぎ
三
ツ
に
折
て
噛か

み
砕く

だ

き
、
吹ふ

く
霧き

り

に
三
女
神
を
生

（
ウ
ミ
）給
ふ
。
こ
れ
は
実
に
日
神
の
御

子
也
。
剱
を
折
と
は
、
武
を
挫く

じ

き
た
る
也
。
素
尊
又
日
神
の

御み
す
ま
る統
の
玉
を
乞
と
り
て
、
五
男
の
神
を
生う

み
給
ふ
。
其
第
一

を
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
骨
の
尊
と
申
。
こ
れ
地
神
第
二
の

君
な
り
。
山
城し

ろ

木
幡
明
神
是こ

れ

也
。
三
女
と
四
男
の
神
名
、
本

紀
に
詳
也
。
此
五
神
は
、
実
に
素
尊
の
御
子
に
て
、
伴と

も
な
い
上

り
給
ふ
。
玉
と
剱
と
互た

か

い
に
物
を
遣つ

か

は
し
子
を
取と

り
替か

へ
給

ふ
は
今
の
世よ

の
人
質
に
同
し
く
、
和
睦ほ

く

の
印し

る
し
な
り
。
今
結
納

を
も
て
養
子
す
る
の
始は

し

め
也
。
天
真
名
井
は
井
田
の
公
田

也
。
三
女
五
男
合
は
人
筑
紫
に
て
、
民
戸
を
別
給
ふ
教
な
り
。

神
道
八
を
愛あ

い

す
る
の
始は

じ

め
。
民
戸
よ
り
有
徳
を
上あ

げ
て
公
田

の
行
潦
の
水
酒
を
の
み
、
選ゑ

り
出
し
給
ふ
様さ

ま

を
例た

と

へ
云
也
。

此
神
酒み

き

の
例
な
る
べ
し
。
此
段
を
瑞
珠
盟
約
と
も
神
璽
の
段

と
も
云
。

〈
注
〉

・ 

地
神
五
代
…
天
照
大
神
、正
哉
吾
勝
々
速
日
天
忍
穂
耳
尊
、

天
津
彦
彦
日
瓊
瓊
杵
尊
、
彦
火
火
出
見
尊
、
彦
波
瀲
武
鸕

鷦
草
蓇
不
合
尊
の
こ
と
。「
地
神
五
代
」
と
い
う
称
は
『
書

紀
』
や
『
古
事
記
』
に
は
な
く
、
中
世
期
に
生
ま
れ
た
も

の
。

・ 

僕
黒
心
な
し
…
『
書
紀
』
第
六
段
正
文
、
天
に
昇
っ
て
き

た
素
戔
嗚
に
対
し
天
照
が
「
詰ナ

ジ
リテ

問
ト
ヒ
玉
フ」

時
、
素
戔
嗚
が
答

え
た
言
葉
「
吾

ヤ
ツ
カ
レ

元
ハ
ジ
メ
ヨ
リ

無シw

黒
キ
タ
ナ
キ

心q

」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

し
か
ら
ば
我
盟
に
子
を
生
む
べ
し
。
男
子
な
ら
は
清
心
と

知
れ
と
な
り
…
『
書
紀
』
第
六
段
正
文
で
、
素
戔
嗚
が
「
無

黒
心
」
の
証
と
し
て
、
天
照
に
男
子
を
生
む
こ
と
を
誓
う

場
面
を
踏
ま
え
る
。
素
戔
嗚
は
女
子
が
生
ま
れ
た
ら

「
有リw

濁
キ
タ
ナ
キ

心ロq

」
と
思
え
、
男
子
で
あ
れ
ば
「
有リw

清キ
ヨ
キ

心ロq

」

と
思
え
、
と
天
照
に
宣
言
す
る
。

・ 

男
と
は
君
徳
あ
る
の
表
な
り
…
男
＝
君
、
女
＝
臣
と
捉
え

る
本
書
の
説
を
踏
ま
え
、
男
子
、
女
子
を
「
生
む
」
と
い

う
前
掲
の
素
戔
嗚
の
台
詞
を
解
釈
す
る
。
既
述
の
通
り
、

本
書
で
は
「
生
む
」
を
「
選
挙
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
ま

た
、
次
々
項
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、『
書
紀
』
の
こ
の
場

面
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

た
め
、
男
子
を
生
も
う
と
い
う
素
戔
嗚
の
言
葉
も
比
喩
表

現
（「
表
」）
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

・ 

時
に
日
神
ま
つ
素
尊
の
十
握
の
剱
を
乞
と
り
、
天
の
真
名

井
に
そ
ゝ
ぎ
三
ツ
に
折
て
噛
み
砕
き
、
吹
く
霧
に
三
女
神

を
生
給
ふ
…
以
下
、
第
六
段
正
文
、
一
書
第
一
、
第
二
、

第
三
、
お
よ
び
第
七
段
一
書
第
三
、
天
照
と
素
戔
嗚
が
、

そ
れ
ぞ
れ
三
女
神
、
五
男
神
を
生
み
、「
誓ウ

ケ
ヒ約

」
す
る
描

写
を
踏
ま
え
る
。

・ 

剱
を
折
と
は
、
武
を
挫
き
た
る
也
…
『
書
紀
』
第
六
段
正

文
で
は
、
天
照
が
素
戔
嗚
の
「
十
握
劍
」
を
「
打ウ

チ

折オ
リ
テ

為ナ
シw

（
マ
サ
ヤ
ア
カ
ツ
〳
〵
ノ
ハ
ヤ
ヒ
ア
マ
ノ
ヲ
シ
ホ
ネ
）
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三
段ミ

キ
ダq

ニ

」、
こ
れ
を
噛
ん
で
「
天

ア
マ
ノ

真マ

ナ

イ

名
井
」
に
霧
状
に

「
吹フ

ヒ

棄ウ
ツ
ル」
こ
と
で
、「
三

ミ
ハ
シ
ラ
ノ

女ヒ
メ
カ
ミ」
を
生
む
と
さ
れ
る
。
そ
れ

を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
書
で
は
、
剣
を
「
打
折
」
と
い
う

表
現
を
、
実
際
に
「
折
」
る
こ
と
で
は
な
く
、「
武
を
挫
」

く
意
だ
と
説
く
。

・ 

素
尊
又
日
神
の
御
統
の
玉
を
乞
と
り
て
、
五
男
の
神
を
生

み
給
ふ
…
『
書
紀
』
第
六
段
正
文
で
、
素
戔
嗚
が
天
照
の

「
八
坂
玉
之
五
百
箇
御
統
」
を
噛
ん
で
、「
天
真
名
井
」
に

霧
状
に
「
吹
棄
」、「
五

イ
ツ
ハ
シ
ラ
ノ

男ヒ
コ
ガ
ミ」
を
生
ん
だ
と
い
う
描
写

を
踏
ま
え
る
。

・ 

正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
骨
の
尊
…
『
書
紀
』
第
六
段
一
書

第
一
で
、
素
戔
嗚
が
「
五
百
箇
御
統
」
を
「
食
」
し
て
生

ん
だ
五
男
神
の
一
神
。
同
段
一
書
第
二
で
は
素
戔
嗚
の
持

つ
「
劔
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。
第
六
段
正
文
、
一
書
第

三
、
第
七
段
一
書
第
三
で
は
「
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂

耳
尊
」
と
表
記
さ
れ
る
。

・ 

山
城
木
幡
明
神
…
栃
木
県
矢
板
市
に
あ
る
木
幡
神
社
の
こ

と
。
林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
』（
寛
永
一
五
〜
正
保
二
年

〈
一
六
三
八
〜
一
六
四
五
〉
成
）
で
『
山
城
国
風
土
記
』

を
引
い
て
「
宇
治
郡
木
幡
ノ
社
天
忍
穂
根
命
ト
名
ク
。
一

書
吾
勝
ノ
尊
天
ノ
忍
骨
ノ
尊
ニ
作
ル
」
と
す
る
の
と
同
じ
。

・ 

玉
と
剱
と
互
い
に
物
を
遣
は
し
子
を
取
り
替
へ
給
ふ
は
今

の
世
の
人
質
に
同
し
く
…
天
照
と
素
戔
嗚
が
そ
れ
ぞ
れ
三

女
神
、
五
男
神
を
生
ん
だ
と
い
う
記
述
を
、
本
書
で
は
天

照
と
素
戔
嗚
が
互
い
に
「
物
」（「
十
握
劔
」、「
五
百
箇
御

統
」）
を
送
り
あ
い
、
そ
の
上
で
両
者
の
子
ど
も
を
交
換

す
る
「
人
質
」
と
解
釈
す
る
。
こ
の
解
釈
は
、『
古
史
通
』

「
こ
れ
は
素
戔
嗚
神
（
中
略
）
み
づ
か
ら
の
御
子
を
質
と

し
て
奉
り
天
照
大
神
よ
り
も
質
子
給
は
り
て
其
危
難
を
す

く
は
れ
ん
た
め
に
高
天
原
へ
還
上
り
給
ひ
し
事
を
か
く
は

言
嗣
ぎ
し
な
る
べ
し
」
と
同
じ
。
さ
ら
に
本
書
で
は
こ
れ

を
「
養
子
す
る
の
始
め
」
と
す
る
。

・ 

天
真
名
井
は
井
田
の
公
田
也
…
「
天
真
名
井
」
に
つ
い
て
、

例
え
ば
『
纂
疏
』、『
惟
足
抄
』
は
「
水
」
と
す
る
が
、
本

書
で
は
「
公
田
」（「
国
家
に
所
有
権
が
あ
る
田
地
」〈『
日

本
国
語
大
辞
典
』〉）
と
す
る
。

・ 

三
女
五
男
合
は
人
筑
紫
に
て
、
民
戸
を
別
給
ふ
教
な
り
…

未
詳
。「
合
」
を
「
集
め
る
」
の
意
（『
漢
和
大
字
典
』）

と
す
れ
ば
、
八
人
を
一
戸
と
し
て
民
家
を
形
成
し
た
と
い

う
意
味
と
な
る
か
。

・ 

神
道
八
を
愛
す
る
…
神
道
に
お
い
て
「
八
」
と
い
う
数
字

が
特
別
に
尊
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
早
く
卜
部
懐
賢
『
釈

日
本
紀
』（
鎌
倉
時
代
中
期
成
）
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、『
書
紀
』
の
「
八
重
蒼
柴
籬
」
と
い
う
表
現
に

つ
い
て
、『
釈
日
本
紀
』
は
「
八
重
ハ

例
ノ

文
神
道
之
愛
ス
ル

数
如p

謂w

カ

八
重
雲q

ト

」
と
述
べ
る
（
巻
第
八
「
述
義
四
」）。

・ 
民
戸
よ
り
有
徳
を
上
げ
て
公
田
の
行
潦
の
水
酒
を
の
み
、

選
り
出
し
給
ふ
様
を
例
へ
云
也
…
未
詳
。
天
照
、
素
戔
嗚

が
そ
れ
ぞ
れ
剣
と
御
統
を
噛
み
「
天
真
名
井
」
に
吹
き
付

け
て
三
女
五
男
を
生
ん
だ
と
い
う
『
書
紀
』
の
説
話
を
、

「
民
戸
」
か
ら
「
有
徳
」
の
民
を
「
選
り
出
し
」
た
こ
と

の
比
喩
的
表
現
（「
例
へ
」）
と
解
釈
す
る
か
。
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〈 

挿
絵
〉
子
を
交
換
す
る
天
照
（
左
）
と
素
戔
嗚
（
右
）。

【
十
四
丁
裏
・
十
五
丁
表
】

月
夜よ

見み
の

命
は
日
神
の
命
を
う
け
て
、
筑つ

く
し紫
の
保

（
ウ
ケ
モ
チ
）
食
の
神
の
も

と
に
至
り
給
ふ
に
保う

け
も
ち食
の
神
、
国
に
は
飯
、
山
に
は
獣け

も
の
、
海

に
は
魚
、
む
き
〳
〵
に
口
よ
り
出
し
て
百

（
モ
ヽ
ト
リ
）

机
に
盛も

り
て
嚮

み
あ
へ

奉

る
。
命
は
怒い

か

り
て
穢き

た
な
し
と
て
十
握つ

か

の
剱
を
抜ぬ

き
て
保う

け
も
ち食
の
神

を
切
殺こ

ろ

し
て
そ
の
ま
ゝ
天
に
奏
す
。
日
神
大
に
怒い

か

り
て
汝
甚

悪
神
也
と
て
、
壱
岐
の
国
へ
押お

し

込こ
め

給
ふ
。
壱い

岐き

の
国
月
読
の

神
社
是こ

れ

也
。
天
ノ
熊
人
検け

ん

使し

と
し
て
下
り
見
る
に
保
食
の
死

し
跡
に
、
牛
馬
蚕
稲
麦
大
豆
小
豆
其
外
種く

さ

々〳
〵

の
物
多
蓄た

く
はへ

有
。
熊
人
悉こ

と
〳
〵く
取
持も

ち
て
日
神
に
奉
る
。
日
神
こ
れ
ぞ
人

民
の
食
す
べ
き
も
の
な
り
と
て
、
村む

ら
お
さ長
を
定
め
て
井
田
を
製

し
、
長お

さ
だ田
を
公
田
と
し
、
狭さ

田
を
分わ

け

田
と
す
。
ま
た
畑
に
も

植う

ゆ
。
蚕こ

が
い養
の
道み

ち

、
此
時
よ
り
始
と
す
。
其
秋
満
作
し
て
天

下
に
悉

こ
と
〴
〵く
教お

し

へ
広ひ

ろ

め
給
ふ
は
日
神
の
御
功
な
り
。
田
作
筑つ

く
し紫

に
は
あ
れ
と
も
大
和
に
は
此
時
始は

し

ま
れ
り
。
其
後の

ち

肉
食
を
停

め
給
ふ
。
さ
れ
と
魚
鳥
は
許ゆ

る

す
。
獣け

も
の
の
肉
は
米
と
食
合
す
れ

は
瘡
を
生
し
て
死
す
者も

の

多
き
ゆ
へ
也
。
よ
り
て
禁
し
給
ふ
と

ぞ
。
保
食
神
は
倉う

が
の
み
た
ま

稲
魂
と
も
、
稚わ

が
む
す
び

産
霊
と
も
申
て
、
五
穀こ

く

を

司
給
ふ
神
也
。
山
城し

ろ

稲
荷
山
明
神
是こ

れ

也な
り

。

〈
注
〉

・ 

月
夜
見
命
は
日
神
の
命
を
う
け
て
、
筑
紫
の
保
食
の
神
の

も
と
に
至
り
給
ふ
…
以
下
、『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十

一
、
月
夜
見
が
天
照
の
命
で
「
葦ア

シ
ハ
ラ
ノ原

中ナ
カ
ツ
ク
ニ国

」
に
い
る

「
保ウ

ケ
モ
チ
ノ食

神カ
ミ

」
を
訪
れ
る
場
面
を
踏
ま
え
る
。
保
食
神
は
『
風

葉
集
』
に
よ
れ
ば
「
食
物
ヲ
生
ス
ル
神
」。
な
お
、
こ
の

挿
話
は
、
本
来
、
天
照
と
素
戔
嗚
の
「
誓
約
」
説
話
よ
り

前
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
順
序
を
入
れ
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替
え
て
い
る
。

・ 

国
に
は
飯
、
山
に
は
獣
、
海
に
は
魚
、
む
き
〳
〵
に
口
よ

り
出
し
て
百
机
に
盛
り
て
嚮
奉
る
…
『
書
紀
』
第
五
段
一

書
第
十
一
「
保ウ

ケ
モ
チ
ノ
カ
ミ

食
神
。
乃チ

廻
メ
グ
ラ
シp

首カ
ウ
ベヲ

嚮
ム
カ
イ
シ
カp

ハ

国
ニ

。
則チ

自ヨ
リp

口ク
チ

出イ
ツp

飯イ
ヒ

。
又タ

嚮
ム
カ
イ
シ
カp

ハ

海
ウ
ナ
ハ
ラニ

則チ

鰭
ハ
タ
ノ
ヒ
ロ
モ
ノ

広
鰭ハ

タ
ノ
サ
モ
ノ

狭
。
亦タ

自ヨ
リp

口
出ツ

。

又タ

嚮シ
カp

ハ

山
ニ

則チ

毛ケ
ノ
ア
ラ
モ
ノ麤

毛ケ
ノ
ニ
コ
モ
ノ

柔
。
亦タ

自リp

口
出ツ

。
夫ソ

ノ

品
ク
サ
〳
〵
ノ
モ
ノ

物
悉ク

備ソ
ナ
ヘ-w

貯ア
タ
ヘテ

之
百

モ
ヽ
ト
リ
ノ
ツ
ク
エ

机q

ニ

。
而

饗
ミ
ア
ヘ
タ
テ
マ
ツ
ル

之
」
を
踏
ま
え
る
。

『
纂
疏
』
で
は
、
米
を
作
る
「
百
姓
」
の
「
居
所
」
で
あ

る
国
、「
鱗
介
」
の
「
居
所
」
で
あ
る
海
、
獣
の
「
居
所
」

で
あ
る
「
山
」
を
向
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
食
べ
物
を
口
か
ら

出
す
「
神
奇
」
だ
と
解
説
す
る
。

・ 

命
は
怒
り
て
穢
し
と
て
十
握
の
剱
を
抜
き
て
保
食
の
神
を

切
殺
し
て
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
「
是ノ

時
ニ

。
月

夜
見ノ

尊ト

。
忿イ

カ
リ然

作オ
モ
ホ
デ
リ
シ

色
テ

曰ノ

。
ク

穢
ケ
ガ
ラ
ハ
シ
キ
カ
ナ

矣
鄙イ

ヤ
シ
イ
カ
ナ

矣
。
寧

ム
シ
ロ

可ベ
ケ
ンi

以w

テ

口ク
チ
ヨ
リ
タ
グ
レ
ル
吐
之
物モ

ノq

。
敢

ア
ヘ
テ

養カ
フt

我
乎

ニ
ヤ
ト
ノ
玉
ヒ。
迺チ

抜p
テ

剣ツ
ル
キヲ

撃
ウ
チ
コ
ロ
シ
ツ

殺
」
を

踏
ま
え
る
。

・ 

日
神
大
に
怒
り
て
汝
甚
悪
神
也
と
て
、
壱
岐
の
国
へ
押
込

給
ふ
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
、
月
夜
見
が
保
食

神
を
「
撃
殺
」
し
た
と
知
っ
た
天
照
が
、「
怒

イ
カ
リ

甚
ハ
ナ
ハ
タ
シ
ウ」、

「
汝

イ
マ
シ
ハ

是レ

悪ア
シ
キ
カ
ミ
ナ
リ
神
。
不ア

ヒ
ミ
ジ須
相

ト
ノ
タ
マ
ヒ

見
」
と
、「
乃
チ

與トw

月
夜
見
尊q

。

一ヒ
ト
ヒ日

一ヒ
ト
ヨ夜

。
隔ヘ

ダ
テ

離ハ
ナ
レテ

而
往ス

ミ
玉
フ」

と
の
記
述
を
踏
ま
え
る
。

こ
の
描
写
に
つ
い
て
、
例
え
ば
『
纂
疏
』
は
月
と
日
が
夜
、

昼
に
別
れ
て
運
行
す
る
こ
と
を
指
す
と
す
る
が
、
本
書
で

は
天
照
が
月
夜
見
を
「
押
込
」（
蟄
居
）
の
刑
に
処
し
た

と
解
釈
す
る
。

・ 

壱
岐
の
国
月
読
の
神
社
…
長
崎
県
壱
岐
市
に
あ
る
月
読
神

社
の
こ
と
。『
延
喜
式
』（
延
長
五
年
〈
九
二
七
〉
成
）
に

「
壱
岐
郡
月
読
神
社
」
と
あ
る
の
と
同
じ
。

・ 

天
ノ
熊
人
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
で
、
天
照
大

神
に
命
じ
ら
れ
保
食
神
の
も
と
へ
向
か
っ
た
神
。

・ 

保
食
の
死
し
跡
に
、
牛
馬
蚕
稲
麦
大
豆
小
豆
其
外
種
々
の

物
多
蓄
へ
有
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
で
は
、
死

ん
だ
保
食
神
の
「
頂

イ
タ
ヾ
キ」
に
「
牛ウ

シ
ム
マ馬
」
が
、「
額

ヒ
タ
ヒ
ノ
ウ
ヘ
上
」
に

「
粟ア

ハ

」
が
、「
眉

マ
ユ
ノ

上
」
に
「
蠒カ

ヒ
コ
」
が
、「
眼メ

ノ
ナ
カ中
」
に
「
稗ヒ

エ

」
が
、

「
腹

ハ
ラ
ノ

中
」
に
「
稲イ

ネ

」
が
、「
陰ホ

ト

」
に
「
麦ム

キ

」「
大マ

メ豆
小ア

ツ
キ豆
」

が
生
じ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
保
食
神
の
遺
骸
か
ら
穀
物

や
蚕
な
ど
が
生
ま
れ
た
と
す
る
の
だ
が
、
本
書
で
は
「
蓄

へ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
食
神
が
食
物
を
備
蓄
し
て
い

た
と
解
し
て
い
る
と
わ
か
る
。

・ 

日
神
こ
れ
ぞ
人
民
の
食
す
べ
き
も
の
な
り
と
て
…
『
書

紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
「
天
照
大
神
。
喜
之
曰
是ノ

物
ハ

者
。
則チ

顕ウ
ツ
シ
キ見

蒼
ア
オ
ヒ
ト
ク
サ
ノ

生

可

ベ
キ
モ
ノ
ト
ノ
玉
ヒ
テw

食
ク
ラ
フ
テ

而
活イ

クq

之
也
」
を
踏

ま
え
る
。

・ 

村
長
を
定
め
て
井
田
を
製
し
、
長
田
を
公
田
と
し
、
狭
田

を
分
田
と
す
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
「
以p

テ

稲
ヲ

為ナ
スw

水タ
ナ
ツ
モ
ノ
ト

田
種
子q

。
又
因
テ

定ムw

天ア
マ
ノ
ム
ラ
キ
ミ

邑
君q

ヲ

。
即チ

以w

テ

其ノ

稲イ
ネ

種タ
ネq

ヲ

始

テ

殖フw

于
天ア

マ
ノ
サ
ナ
タ

狭
田
及
長ナ

カ
タ田q

ニ

」
を
踏
ま
え
る
。『
通
証
』
に
よ

れ
ば
、「
天
邑
君
」
は
「
農
人
之
長
」。『
纂
疏
』、『
通
証
』

で
は
「
狭
田
長
田
」
と
も
に
「
天
照
大
神
之
公
田
也
」
と

す
る
が
、
本
書
で
は
「
狭
田
」
を
「
分
田
」
と
す
る
。「
分

田
」
は
「
公
民
に
分
け
与
え
ら
れ
た
田
地
（『
日
本
国
語

大
辞
典
』）
を
指
す
「
口
分
田
」
の
こ
と
か
。
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・ 

蚕
養
の
道
、
此
時
よ
り
始
と
す
…
『
書
紀
』
第
五
段
一
書

第
十
一
「
又
口ノ

裏ウ
チ
ニ

含p

蠒
ヲ

。
便チ

得エ
タ
リp

抽
ヒ
ク
コ
トp

ヲ

絲イ
ト

。
自リp

此レ

始テ

有w

養コ
ガ
ヒ
ノ蠺

之
道ミ

チq

焉
」
を
踏
ま
え
る
。

・ 
肉
食
を
停
め
給
ふ
…
未
詳
。
例
え
ば
、
太
田
錦
城
『
梧
窓

漫
筆
』（
文
化
一
〇
年
〈
一
八
一
三
〉
跋
）
に
、「
今
ハ
江

戸
ナ
ド
ニ
モ
。
冬
月
ニ
獣
店
夥
シ
。
夫
カ
故
ニ
悪
瘡
ヲ
発

シ
。
中
風
ニ
類
ス
ル
病
ヲ
発
ス
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
ス
」
と
あ

る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
、
肉
食
は
身
体
に
「
毒
」
で
、「
害

少
カ
ラ
ス
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

・ 

倉
稲
魂
と
も
、稚
産
霊
と
も
…
「
倉
稲
魂
命
」
は
、『
書
紀
』

第
五
段
一
書
第
六
で
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
が
「
飢

ヤ
ハ
カ
ツ
シ

時ト
キ

」

に
生
ん
だ
「
兒ミ

コ

」。「
稚
産
霊
」
は
第
五
段
一
書
第
二
で
軻

遇
突
智
と
埴
山
姫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
神
。
こ
の
二
神
は

『
神
道
名
目
類
聚
抄
』（
元
禄
一
五
年
〈
一
七
〇
二
〉
刊
）

「
神
祇
」
で
保
食
神
と
と
も
に
「
五
穀
神
」
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。
本
書
で
は
同
一
神
と
見
な
す
。

・ 

山
城
稲
荷
山
明
神
…
京
都
府
伏
見
区
の
伏
見
稲
荷
大
社
の

こ
と
。
稲
荷
社
が
保
食
、
稚
産
霊
、
倉
稲
魂
の
三
神
を
祀

る
こ
と
は
、
神
道
講
釈
と
関
連
深
い
と
思
わ
れ
る
玉
田
永

教
『
竈
神
秘
説
』（
文
化
四
年
〈
一
八
〇
七
〉
刊
）
に
も

説
か
れ
て
お
り
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〈 

挿
絵
〉
月
夜
見
（
左
）
と
饗
応
す
る
保
食
神
（
右
）。

【
十
五
丁
裏
】

日
神
、
田
畑
を
制
し
給
ふ
に
方
百
間
の
地
、
畝
数
一
万
を
一

町
と
し
、
民
一
家
の
持
田
と
す
。
こ
れ
を
九
つ
寄よ

せ
て
巡め

ぐ
り
の

方
三
百
間
つ
ゝ
を
一
里
と
云
。
今
の
五
丁
一
里
也
。
巡

め
く
り

八
町

を
民
八
家
の
私
田
と
す
。
こ
れ
を
八
戸
一
井
と
云
。
其
中
の

一
町
の
内
に
公
田
千
畝
を
耤
す
る
に
、
八
家
こ
れ
を
作つ

く

り
て

上
納
す
。
其
巡め

ぐ
りを

八
家
の
居
屋
敷
と
し
て
、
野
菜さ

い

、
麻
を
植う

へ
て
家
事
を
助た

す

く
。
方
百
間
の
物
成な

り

は
各
私
田
と
し
て
年
貢

な
し
。
中
ノ
田
千
畝
の
作つ

く

り
賃ち

ん

に
給
ふ
。
其
一
町
の
田
に
て

上
地
は
九
人
、
中
地
は
七
人
、
下
地
は
五
人
を
養や

し
の

ふ
な
り
。

一
年
の
物
成な

り

を
三
分
し
て
其
二
つ
を
は
其
年
の
食
飯
雑
用
と

し
、
余あ

ま

る
一
つ
を
飢き

ゝ
ん饉

水す
い
か
ん干

の
手て

あ
て当

と
す
れ
ば
、
三
年
耕た

か
やし

て
必か

な
ら
ず
一
年
の
食
余あ

ま

る
な
り
。
唐も

ろ
こ
し土
禹
王
の
制
、
ま
た
し
か

り
。
令
の
時
に
至い

た

り
て
天
下
悉
税
租
と
な
る
。
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〈
注
〉

・ 

日
神
、
田
畑
を
制
し
給
ふ
に
…
以
下
、
天
照
（
日
神
）
が

土
地
制
度
、
税
制
を
施
行
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
記

述
は
『
書
紀
』
に
は
な
く
、『
孟
子
』「
滕
文
公
章
句
上
」、

『
礼
記
』「
王
制
第
五
」、『
漢
書
』「
食
貨
上
第
四
」
等
に

載
る
中
国
古
代
王
朝
の
土
地
制
度
井
田
法
を
踏
ま
え
る
。

そ
の
概
要
は
次
の
通
り
。

　
　

 

農
地
は
一
里
四
方
＝
九
百
畝
の
広
さ
を
単
位
と
し
て
、

そ
れ
を
縦
・
横
お
の
お
の
三
分
割
、
す
な
わ
ち
井
の
字

型
に
九
等
分
し
、
そ
の
中
央
の
一
区
画
を
公
田
と
し
、

あ
と
の
土
地
を
八
戸
の
農
家
が
百
畝
ず
つ
占
有
す
る
。

公
田
は
共
同
で
耕
作
し
、
そ
の
収
穫
を
貢
納
す
る
（
桑

田
幸
三
「「
孟
子
」
井
田
制
の
経
済
思
想
に
つ
い
て
」

〈『
彦
根
論
叢
』
一
五
四
、
一
九
七
二
・
三
〉）。

　

 　

井
田
法
は
、
儒
家
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
理
想
的
な
土

地
の
均
分
政
策
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
小
島
祐
馬
『
古
代

中
国
研
究
』
平
凡
社
、
一
九
八
八
）。
日
本
に
お
い
て
も
、

荻
生
徂
徠
『
井
地
国
字
解
』（
成
立
年
不
明
）、
毛
利
貞
斎

『
孟
子
井
田
辨
』（
元
禄
五
年
〈
一
六
九
二
〉
刊
）、
陰
山

元
質
『
田
禄
図
経
』（
元
禄
十
三
年
〈
一
七
〇
〇
〉
序
）
等
、

複
数
の
関
連
書
が
執
筆
さ
れ
、
伊
藤
東
涯
『
制
度
通
』（
享

保
九
年
〈
一
七
二
四
〉
成
）
に
も
言
及
が
あ
る
。
前
稿
で

も
述
べ
た
通
り
、
本
書
で
は
儒
教
道
徳
や
、
中
国
古
代
の

聖
王
を
引
き
合
い
に
出
し
て
神
代
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
天
照
が
井
田
法
を
実
施
し
た
と
す
る

の
も
、
そ
う
し
た
姿
勢
の
一
つ
と
捉
え
う
る
。

・ 

方
百
間
の
地
、
畝
数
一
万
を
一
町
と
し
、
民
一
家
の
持
田

と
す
…
以
下
、
井
田
法
の
説
明
。
こ
こ
で
は
私
田
（
一
井

を
九
つ
に
分
割
し
た
う
ち
の
一
区
画
）
に
つ
い
て
述
べ

る
。『
田
禄
図
経
』
に
よ
る
と
、
一
井
九
百
畝
は
、
横
三

百
間
、
縦
三
百
間
、
そ
の
う
ち
の
「
一
区
」（「
民
一
家
の

持
田
」
に
あ
た
る
）
は
「
方
百
間
」
で
あ
り
、
本
書
の
記

述
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
、『
孟
子
』
で
は
一
井
を
「
九

百
畝
」（「
畝
」
は
面
積
の
単
位
）
と
す
る
の
に
対
し
、
本

書
は
一
井
の
九
分
の
一
で
あ
る
「
私
田
」
を
「
一
万
畝
」

と
す
る
。

・ 

こ
れ
を
九
つ
寄
せ
て
巡
の
方
三
百
間
つ
ゝ
を
一
里
と
云
…

私
田
九
つ
分
（
一
井
）
を
三
百
間
四
方
と
す
る
。
な
お
、

『
孟
子
』
で
は
一
井
を
一
里
四
方
と
説
明
し
て
い
る
。

・ 

巡
八
町
を
民
八
家
の
私
田
と
す
。
こ
れ
を
八
戸
一
井
と
云

…
井
田
法
で
は
、
一
井
を
井
の
字
に
九
分
割
し
た
中
央
を

除
い
た
周
囲
の
八
面
（「
巡
八
丁
」）
を
私
田
と
す
る
。『
制

度
通
』「
田
賦
並
び
に
井
田
・
租
庸
調
・
両
税
の
事
」
で

は
こ
れ
を
「
八
家
同
井
」
と
称
す
。

・ 

其
中
の
一
町
の
内
に
公
田
千
畝
を
耤
す
る
に
、
八
家
こ
れ

を
作
り
て
上
納
す
…
井
田
法
で
は
一
井
を
九
分
割
し
た
う

ち
、
中
央
の
一
区
画
（
公
田
）
を
八
人
で
協
力
し
て
耕
作

し
、
そ
の
収
穫
分
を
治
め
る
（
後
掲
『
制
度
通
』
参
照
）。

私
田
が
一
万
畝
で
あ
る
の
に
対
し
、
公
田
が
千
畝
と
さ
れ

る
の
は
、
次
項
で
述
べ
る
よ
う
に
、
私
田
を
除
い
た
中
央

の
区
画
一
万
畝
の
一
部
を
八
家
に
分
配
す
る
た
め
。

・ 

其
巡
を
八
家
の
居
屋
敷
と
し
て
、
野
菜
、
麻
を
植
へ
て
家
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事
を
助
く
…
『
孟
子
井
田
辨
』
に
「
公
田
ノ
内
ヲ
私
田
ヲ

耕
作
ス
ル
民
ガ
、
一
人
宛
ニ
二
畝
ヅ
ヽ
取
テ
是
ヲ
盧
舎
ト

ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
孟
子
』
で
は
公
田
の
土
地
の
一

部
（
本
書
で
は
公
田
の
周
囲
）
を
八
人
の
耕
作
人
で
分
配

し
、
屋
敷
（「
廬
舎
」）
を
構
え
さ
せ
、
ま
た
桑
や
麻
を
植

え
た
り
、
家
畜
を
飼
っ
た
り
す
る
ス
ペ
ー
ス
に
あ
て
る
と

す
る
。

・ 

方
百
間
の
物
成
は
各
私
田
と
し
て
年
貢
な
し
…
『
制
度

通
』
に
「
八
人
の
も
の
通
用
し
て
公
田
を
耕
し
、
秋
成
の

時
に
は
、
公
田
七
十
畝
の
入
り
を
公
儀
へ
あ
げ
て
年
貢
と

し
、
私
田
七
十
畝
ず
つ
の
入
り
を
わ
が
所
得
と
す
」
と
あ

る
。

・ 

其
一
町
の
田
に
て
上
地
は
九
人
、
中
地
は
七
人
、
下
地
は

五
人
を
養
ふ
な
り
…
『
孟
子
』「
万
章
章
句
下
」、「
耕
ス

者

之
所p

獲
ル

。
一
夫
百
畝
。
百
畝
之
糞
、
上
農
夫
ハ

食w

ナ
フ

九

人q

ヲ

、
上
ノ

次
ハ

食w

フ

八
人q

ヲ

、
中
ハ

食w

フ

七
人q

ヲ

、
中
ノ

次
ハ

食w

フ

六
人q

ヲ

、
下
ハ

食w

フ

五
人q

ヲ

」
を
踏
ま
え
る
。「
上
・
中
・
下

は
土
地
の
肥
痩
を
も
っ
て
言
っ
た
も
の
」（
内
野
熊
一
郎

『
孟
子
』
明
治
書
院
、
一
九
六
二
）
で
、
土
地
の
良
し
悪

し
に
よ
っ
て
収
穫
量
が
変
化
す
る
こ
と
を
言
う
。

・ 

三
年
耕
し
て
必
ず
一
年
の
食
余
る
な
り
…
『
漢
書
』「
食

貨
上
第
四
」「
民
三
年
耕
則
餘
一
年
之
蓄
」を
踏
ま
え
る
か
。

・ 

唐
土
禹
王
の
制
、
ま
た
し
か
り
…
「
食
貨
上
第
四
」
序
に
、

「
是
為
政
首
禹
、
平
洪
水
、
定
九
州
、
制
土
田
、
各
因
所

生
遠
近
賦
入
貢
棐
」
と
あ
る
よ
う
に
、
禹
王
は
土
地
制
度

を
定
め
、
税
制
を
実
施
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

・ 

令
の
時
に
至
り
て
天
下
悉
税
租
と
な
る
…
『
大
宝
律
令
』

（
大
宝
元
年
〈
七
一
〇
〉
制
定
）
で
、
租
庸
調
等
が
定
め

ら
れ
、
税
制
の
仕
組
み
が
確
立
し
た
こ
と
を
指
す
か
。

〈 

挿
絵
〉
民
戸
と
田
地
を
描
く
。
た
だ
し
、
本
文
に
詳
述
さ

れ
た
井
田
法
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

【
十
六
丁
表
】

素
尊
は
天
に
止
り
て
、
外
戚
の
威
を
振ふ

る
ひ
、
悪
逆
多
し
。

日
神
の
公
田
は
天
安
田
、
天
平
田
、
天
邑
合
田
と
て
三
処
有
。

素
尊
の
公
田
は
天
樴
田
、
天
川
依
田
、
天
朽
戸
田
と
て
三
処

あ
り
。
日
神
は
公
田
を
狭せ

は

め
て
私
田
を
広ひ

ろ

く
民
に
給
ふ
。
素

尊
は
貢
碔
を
多
く
と
ら
ん
と
て
、
棹さ

ほ

を
入
、
杭く

ゐ

打
、
縄な

は

張ば

り

し
て
民
田
居
地
を
狭せ

は

め
、
年
貢
を
多
く
し
、
民
役
繁し

け

々〳
〵

な
り
。

民
水
旱
を
申
上
詫わ

び
煩わ

つ
ら

う
こ
と
の
み
、
下
民
に
益
有
事
一
ツ
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総合文化研究第 32 巻第 1号（2026.6）― 27（46）―

も
な
し
。
中
臣
祓は

ら
へに
見
へ
し
如ご

と

く
な
り
。

〈
注
〉

・ 
素
尊
は
天
に
止
り
て
、
外
戚
の
威
を
振
る
ひ
、
悪
逆
多
し

…
『
書
紀
』
第
七
段
正
文
「
是ノ

後
ニ

素
戔ノ

嗚ノ

尊ノ

之
為シ

ワ
ザ行
也
。

甚タ

無ア
チ
キ
ナ
シ状
」
を
踏
ま
え
る
。
本
書
で
は
民
を
困
窮
さ
せ
る
為

政
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
状
を
「
無
状
」
と
す
る
。

・ 

日
神
の
公
田
は
…
『
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三
「
日ヒ

ノ
カ
ミ
ノ神
之

田ミ
タ

。有リw

三ミ
ト
コ
ロ處q
焉
。號ナ

ツ
ケテ

曰フw

天ア
マ
ノ
ヤ
ス
タ

安
田
。天ア

マ
ノ
ヒ
ラ
タ

平
田
。天

ア
マ
ノ
ム
ラ
ア
ハ
セ
タ
ト

邑
併
田q

。

皆ミ
ナ

良ヨ
キ
タ
ナ
リ田
」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

素
尊
の
公
田
は
…
『
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三
「
素
戔ノ

嗚ノ

尊
之
田ミ

タ
モ。
亦タ

有リw

三ミ
ト
コ
ロ處q

。
號ケ
テ

曰フ

天ノ

樴ク
ヒ
タ田
。
天ノ

川カ
ハ
ヨ
リ
タ

依
田
。
天ノ

口ク
チ
ト
ダ
ト

鋭
田
。
此レ

皆ナ

磽ヤ
セ
ト
コ
ロ
ナ
リ
地
」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

日
神
は
公
田
を
狭
め
て
私
田
を
広
く
民
に
給
ふ
…
天
照
が

井
田
法
を
施
行
し
た
と
す
る
本
書
の
説
に
拠
る
。

・ 

素
尊
は
貢
碔
を
多
く
と
ら
ん
と
て
…
前
述
の
よ
う
に
、
本

書
で
は
、『
書
紀
』
で
「
安
忍
」（
第
五
段
正
文
）
と
さ
れ

る
素
戔
嗚
を
、
為
政
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
神
と
し

て
描
く
。
こ
こ
で
は
、【
十
五
丁
裏
・
十
六
丁
表
】
で
理

想
的
な
土
地
・
税
制
度
を
実
施
し
た
天
照
に
対
し
、
重
税
、

重
役
を
民
に
強
い
る
素
戔
嗚
の
姿
を
描
く
こ
と
で
、
両
神

を
対
照
的
に
描
く
。

・ 

棹
を
入
、
杭
打
、
縄
張
り
し
て
…
『
書
紀
』
一
書
第
二
で
、

素
戔
嗚
が
天
照
の
「
御
田
」
に
「
塡ウ

メp

渠ミ
ゾ
ヲ

」「
毀

ハ
ナ
チp

畔ア
ヲ

」、

ま
た
、
秋
の
収
穫
期
に
「
冒

ヒ
キ
ワ
タ
スニ

以w

テ
ス

絡ア
ゼ
ナ
ハ縄q

ヲ

」
と
の
記
述

を
踏
ま
え
る
。
豊
か
な
天
照
の
田
地
を
奪
お
う
と
し
た
と

い
う
意
味
だ
が
（『
釈
日
本
紀
』、『
纂
疏
』
等
）、
本
書
で

は
素
戔
嗚
の
所
領
地
に
住
む
「
民
」
の
私
田
を
「
狭
め
」

る
た
め
の
行
為
と
す
る
。
な
お
、
素
戔
嗚
の
「
無
状
」
な

行
為
を
、
民
を
苦
し
め
る
も
の
と
す
る
解
釈
は
『
纂
疏
』

に
も
見
ら
れ
る
。『
纂
疏
』
で
は
、
天
照
の
田
や
縫
殿
に

嫌
が
ら
せ
を
す
る
素
戔
嗚
の
行
為
を
「
意ロ

欲スp

使ン
トwi

天
下

之
民
各〳

〵

飢ヘ

各
寒カ

ラy

也
」
と
す
る
。

・ 

中
臣
祓
に
見
へ
し
如
く
な
り
…
『
中
臣
祓
』
で
は
、
後
述

の
よ
う
に
、
素
戔
嗚
の
犯
し
た
罪
（「
天
津
罪
」）
が
取
り

あ
げ
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
本
書
で
は
こ
の
「
罪
」
を
、

民
を
苦
し
め
る
、
為
政
者
と
し
て
不
適
格
な
行
動
と
す

る
。
同
様
の
解
釈
は
吉
川
惟
足
『
中
臣
祓
講
義
』（
元
和

二
年
〈
一
六
一
六
〉
以
降
成
）
に
も
あ
る
。
惟
足
は
素
戔

嗚
を
「
民
ノ
辛
労
」
を
「
何
ト
モ
不
思
シ
テ
」
好
き
勝
手

に
振
る
舞
う
「
悪
神
」
と
す
る
。
田
尻
祐
一
郎
氏
は
「
具

体
的
な
為
政
者
の
在
り
か
た
と
し
て
（
引
用
者
注
│
「
天

津
罪
」
が
）
語
ら
れ
る
」
こ
と
を
吉
川
神
道
の
「
大
き
な

特
色
」
と
指
摘
す
る
（「「
中
臣
祓
」
と
ス
サ
ノ
ヲ
」〈『
日

本
思
想
史
│
そ
の
普
遍
と
特
殊
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九

七
〉）。

〈
挿
絵
〉
田
作
に
い
そ
し
む
民
。
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【
十
六
丁
裏
・
十
七
丁
表
】

日
神
新

（
ニ
ヒ
）
嘗な

め

の
悠ゆ

紀き

殿と
の

を
作
給
ふ
に
、
素
尊
奉
行
と
し
て
密ひ

そ

か
に
屎

（
ク
ソ
）撒ま

き
て
汚け

が

し
た
り
と
て
作つ

く

り
替か

へ
さ
せ
、
も
と
の
殿と

の

を
は
己お

の

が
方か

た

へ
納お

さ

め
、
又
日
神
の
服
を
織お

ら
し
め
ん
と
機は

た

殿と
の

を
建た

て
ゝ
御
妹
稚わ

か
ひ
る
め
の

日
女
神
を
始は

し

め
と
し
て
、
数あ

ま
た多
の
女
神
た

ち
に
織お

り
も
の物

習な
ら

は
せ
給
ふ
。
素
尊
は
其
奉
行
と
な
り
て
機は

た

の
運う

ん

上
を
申
付
、
上
の
御
為た

め

と
称せ

う

じ
て
己お

の

が
垢
衣く

へ

の
み
取と

り
収お

さ

め

給
ふ
と
な
り
。
稚わ

か
ひ
る
め
の

日
女
神
は
、
津つ

の
国
生
田
明
神
な
り
。

依い
ぜ
ん然
麻
楮か

ぞ

の
み
な
り
し
を
此
時と

き

初は
じ

め
て
絹き

ぬ
は
た機
出
た
り
。
中
臣

祓
に
い
ふ
天
の
益
人
か
天
津
罪
こ
れ
な
り
。
宮
室
臺
樹
衣
服

其
外
淫
行
多
し
。
日
神
い
た
く
こ
れ
を
戒い

ま
し
む
。
素
尊
怒い

か

り
て

日
神
を
天
岩
戸
に
押お

し

込こ
め

奉
り
、
自
身
は
財
宝
充
満
に
其
勢
あ

た
る
へ
か
ら
ず
。
世
に
は
日
神
怒い

か

り
て
自み

つ
か
ら
岩
戸
に
入
給
ふ

と
い
へ
と
も
実
は
悪
逆
に
お
し
悩な

や

ま
さ
れ
給
ふ
め
り
。

〈
注
〉

・ 

日
神
新
嘗
の
悠
紀
殿
を
作
給
ふ
に
、
素
尊
奉
行
と
し
て
密

か
に
屎
撒
き
て
汚
し
た
り
…
『
書
紀
』
第
七
段
正
文
「
復タ

見w

テ

天
照
大
神
當
ニ
ハ

新ナ
ヒ

嘗
キ
コ
シ
メ
ス
ト
キ時q

ヲ

。
則チ

陰ヒ
ソ
カニ

放ケ
ガ-w

屎シ
ス

於

新ニ
ヘ
ナ
ヒ
ノ
ミ
ヤ

宮q

ニ

」
を
踏
ま
え
る
。
以
下
、
同
段
に
沿
っ
て
素
戔

嗚
の
乱
行
を
述
べ
る
。
な
お
本
書
で
は
「
新
宮
」
を
「
悠

紀
殿
」
と
す
る
が
、
悠
紀
殿
は
大
嘗
会
の
際
に
使
わ
れ
る

神
殿
で
、
新
嘗
祭
で
は
使
わ
れ
な
い
。

・ 

日
神
の
服
を
織
ら
し
め
ん
と
機
殿
を
建
て
ゝ
…
『
書
紀
』

第
七
段
正
文
「
又タ

見i

テ

天
照
大
神
ノ

方マ
サ

ニ

織
オ
リ
ツ
ヽw

神カ
ン
ミ
ソ衣q

ヲ

居
マ
シ
マ
ス
ヲu

斎イ
ン
ハ
タ
ド
ノ

服
殿y

ニ

。
則チ

剥w

ニ
シ
テ

天ア
マ
ノ
フ
チ
コ
マ

斑
駒q

ヲ

。
穿

ウ
カ
チw

殿
ミ
ア
ラ
カ
ノ

甍イ
ラ
カq

ヲ

而
投ナ

ゲ
イ
ル納

。」

を
踏
ま
え
る
。
た
だ
し
、『
書
紀
』
は
素
戔
嗚
が
天
照
大

神
の
「
斎
服
殿
」
に
「
天
斑
駒
」
を
投
げ
込
ん
だ
と
す
る

が
、
本
書
で
は
天
照
の
た
め
に
織
ら
れ
た
服
を
横
領
し
た

と
す
る
。
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・ 

稚
日
女
神
…
『
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
一
に
登
場
す
る
女

神
。『
旧
事
紀
』
に
「
天
照
大
神
之
妹
也
」
と
あ
る
。

・ 
津
の
国
生
田
明
神
…
兵
庫
県
神
戸
市
に
あ
る
生
田
神
社
の

こ
と
。『
纂
疏
』
に
「
稚
日
女
尊
ト
ハ
…
今
摂
州
生
田
明

神
是
ナ
リ
」
と
あ
る
の
と
同
じ
。

・ 

依
然
麻
楮
の
み
な
り
し
を
此
時
初
め
て
絹
機
出
た
り
…
三

重
県
松
阪
市
の
神
服
織
機
殿
で
行
わ
れ
る
神か

ん
み
ぞ

御
衣
祭
を
踏

ま
え
た
も
の
か
。
天
照
に
衣
を
奉
納
す
る
神
事
で
、『
延

喜
式
』
巻
八
「
神
祇
八
」
に
よ
れ
ば
「
和
妙
」（
絹
織
物
）

と
「
荒
妙
」（
麻
衣
）
を
奉
納
す
る
。「
斎
服
殿
」
で
天
照

の
「
神
衣
」
を
織
っ
た
と
い
う
『
書
紀
』
の
記
述
を
、『
風

葉
集
』
が
「
蓋
四
月
九
月
神
御
衣
祭
の
濫
觴
な
り
」
と
す

る
よ
う
に
、
本
書
で
も
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
神
御
衣
祭
の

嚆
矢
と
捉
え
、
こ
の
時
、
絹
衣
が
織
ら
れ
た
と
解
釈
し
た

と
推
定
す
る
。

・ 

中
臣
祓
に
い
ふ
天
の
益
人
か
天
津
罪
こ
れ
な
り
…
『
中
臣

祓
』
に
「
天
益
人
」
が
犯
し
た
罪
に
「
天
津
罪
」、「
国
津

罪
」
の
二
種
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、

「
天
津
罪
」
が
素
戔
嗚
の
「
為
行
」
と
さ
れ
る
（
山
崎
闇

斎
『
中
臣
風
水
草
』〈
成
立
年
不
明
〉
等
）。

・ 

素
尊
怒
り
て
日
神
を
天
岩
戸
に
押
込
奉
り
…
『
書
紀
』
第

七
段
正
文
で
は
、
素
戔
嗚
の
乱
行
に
天
照
が
「
發

イ
カ
リ
マ
シ
テ

慍
」、

「
磐
戸
」
に
「
幽コ

モ
リ
マ
ス居

」
と
す
る
が
、
本
書
で
は
素
戔
嗚
に

よ
っ
て
天
照
が
磐
戸
に
追
い
込
ま
れ
た
と
す
る
。

〈 

挿
絵
〉
悠
紀
殿
を
穢
そ
う
と
す
る
素
戔
嗚
（
右
）。
左
は

機
殿
と
織
物
を
す
る
稚
日
女
か
。

【
十
七
丁
裏
・
十
八
丁
表
】

夫
よ
り
天
地
上
下
こ
と
〳
〵
く
闇
夜
の
如こ

と

く
、
民
手
足
止
ル

処
な
し
。
八
百
万
神
、
天
高
市
と
天
安
河
辺
に
集あ

つ

ま
り
て
、
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高
産む

す
ひ霊
の
神
の
御
子
天
思
兼
命
父
子
の
論
議
に
よ
り
て
天
香

山
の
金か

ね

を
と
り
、
日（

ヒ
ホ
コ
）戟
及
鏡
を
作つ

く

り
、
青
白
の
幣
玉
に
と
り

添そ

へ
て
祭
器
を
連つ

ら

ね
、
天
下
泰
平
の
祀
を
せ
さ
せ
給
ふ
。
こ

れ
祈
祷
の
祀
の
始は

し

め
也
。
天
兒
屋
命
、
天
善
祷
を
奏
す
。
こ

れ
祝
詞
の
始
也
。
此
命
は
藤
原
一
統
の
大
祖
大
和
の
春
日
大

明
神
こ
れ
也
。
亦
河
内
枚

（
ヒ
ラ
ヲ
カ
）
岡
明
神
こ
れ
也
。
天
太
玉
命
は

挙
幣
の
役
た
り
。
安
房
洲
嶋
大
明
神
こ
れ
也
。
天
宇
受
女
命
、

女
の
姿す

か
た
と
な
り
て
、
鈴す

ゞ

付つ

き
の
矛
に
笹さ

ゝ

葉は

を
添そ

へ
持も

ち
、
神

楽
を
舞ま

ふ
。
こ
れ
舞ま

い

のマ
マ

。
手
力
雄
の
命
は
磐
戸
の
前ま

へ

に
立
て

日
神
を
出
し
奉
る
。
是
信
州
戸
隠
明
神
也
。
岩
戸
の
口
に

端し
り
く
め
な
わ

出
之
縄
を
張は

る
。
是
正
月
注し

め
か
ざ
り

連
飾
の
始

は
じ
め

也
。
又
常と

こ
よ世
の
長

鳴
尊
は
鶏

に
は
と
り

也
。
日
本
の
尊
は
烏

か
ら
す

也
。
庭
火
有
て
神
事
を
行

ふ
事
、
此
時
の
例
也
。
日
神
を
岩
戸
よ
り
出
し
奉
る
べ
き
の

業わ
さ

也
。
天
高
市
、
香か

具ぐ

山
、
飛あ

す
か鳥
、
皆
大
和
に
事
跡
有
。
日

神
再ふ

た
ゝひ
即
位
あ
り
け
れ
ば
、
天
下
日

（
ヒ
ル
）
中
の
如こ

と

し
。
此
時
諸

工
匠
を
司
る
神
は
、
手（

タ
ヲ
キ
ホ
オ
ヒ
）

置
帆
負
ノ
命
、
彦
佐
知
命
な
り
。

〈
注
〉

・ 

夫
よ
り
天
地
上
下
こ
と
〳
〵
く
闇
夜
の
如
く
…
『
書
紀
』

第
七
段
正
文
、
天
照
が
岩
戸
に
籠
も
っ
た
時
の
描
写

「
六ク

ニ合
之
内ウ

チ

常ト
コ
ヤ
ミ闇

ニ
シ
テ

。
而
不p

知w

昼ヒ
ル
ヨ
ル
ノ夜
之
相

ア
ヒ
カ
ハ
ル
ト
キ
代q

ヲ
モ

」

を
踏
ま
え
る
。
同
段
一
書
第
一
に
も
同
様
の
記
述
が
あ

る
。
本
丁
で
は
『
書
紀
』
第
七
段
と
、『
古
語
拾
遺
』（
大

同
二
年
〈
八
〇
七
〉
成
）
を
踏
ま
え
て
天
岩
戸
神
話
に
つ

い
て
述
べ
る
。

・ 

民
手
足
止
ル
処
な
し
…
『
古
語
拾
遺
』「
六ク

ニ
ノ
ウ
チ合
常

ト
コ
ヤ
ミ
ニ
シ
テ闇

晝ヒ
ル
ヨ
ル夜

不
分
。
群

モ
ロ
カ
ン
ダ
チ神

愁ウ
レ
ヘ

迷マ
ヨ
ヒ

手テ
ア
シ足

罔ナ
シp

措
オ
キ
ド
コ
ロ」

を
踏
ま
え
る
。

・ 

八
百
万
神
、
天
高
市
と
天
安
河
辺
に
集
ま
り
て
…
『
書
紀
』

第
七
段
正
文
「
于ニp

時キ

。
八ヤ

ソ
ヨ
ロ
ツ
ノ
カ
ン
タ
チ

百
万
神
。
會

カ
ン
ツ
ド
ヒ
ニ-w

合ツ
ト
ヒ
テ

於

天ア
マ
ノ
ヤ
ス
カ
ハ
ラ

安
河
邊q

ニ

」、
同
段
一
書
第
一
「

會

カ
ン
ツ
ト
ヘ
ニ
ツ
ト
ヘw

テ

八
十
百
萬ノ

神カ
ミ
タ
チ
ヲ

於
天ア

メ
ノ
タ
ケ
チ

高
市q

ニ

」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

高
産
霊
の
神
の
御
子
天
思
兼
命
…
「
天
思
兼
命
」
は
、『
書

紀
』
第
七
段
正
文
、一
書
第
一
で
、天
照
が
磐
戸
に
籠
も
っ

た
時
に
対
処
し
た
神
（「
思

オ
モ
ヒ
カ
ネ
ノ
カ
ミ

兼
神
」）。「
高タ

カ
ミ
ム
ス
ヒ
ノ

皇
産
霊
之
息ミ

コ

」

と
あ
る
。

・ 

天
香
山
の
金
を
と
り
、
日
戟
及
鏡
を
作
り
…
『
書
紀
』
第

七
段
一
書
第
一
で
思
兼
が
「
石イ

シ
ゴ
リ
ド
メ

凝
姥
」
に
命
じ
て
「
採ト

リw

テ

天ノ

香
山
之
金カ

ネq

ヲ

。
以
テ

作
ツ
ク
ラ
シ
ムw

日ヒ
ホ
コ矛q

ニ

」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え

る
。
本
書
で
は
、『
古
語
拾
遺
』
で
「
日ヒ

ノ
ミ
カ
タ像
之
鏡
」
を
作
っ

た
と
も
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
て
矛
と
鏡
の
二
つ
を
作
っ
た

と
す
る
。

・ 

青
白
の
幣
玉
…
『
書
紀
』
第
七
段
正
文
で
、「
太フ

ト
ダ
マ
ノ玉
命
」

が
「
五イ

ホ
ツ
マ
サ
カ
キ

百
箇
坂
樹
」
の
「
下シ

タ
エ枝

」
に
「
青ア

ヲ

和ニ

幣キ
デ

」「
白シ

ラ

和ニ

幣キ
テ

」
を
「
懸
」
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
。

・ 

天
兒
屋
命
…
『
書
紀
』
第
七
段
正
文
、
一
書
第
二
、
第
三

に
登
場
す
る
神
。
天
照
が
磐
戸
に
籠
も
っ
た
時
、
祈
祷
を

し
た
。

・ 
此
命
は
藤
原
一
統
の
大
祖
…
天
兒
屋
に
つ
い
て
、『
書
紀
』

第
七
段
正
文
、
一
書
第
二
で
「
中

ナ
カ
ト
ミ
ノ
ム
ラ
シ
ノ

臣
連
遠ト

ホ
ツ
オ
ヤ祖

」
と
さ
れ

る
こ
と
を
踏
ま
え
る
。

・ 

大
和
の
春
日
大
明
神
こ
れ
也
。
亦
河
内
枚
岡
明
神
こ
れ
也

…
春
日
大
明
神
は
奈
良
県
奈
良
市
に
あ
る
春
日
大
社
、
枚

岡
明
神
は
大
阪
府
東
大
阪
市
に
あ
る
枚
方
神
社
の
こ
と
。
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『
集
解
』
に
「
天
兒
屋
命
ハ
…
後
河
内
ノ
国
枚
岡
ニ
鎮
ズ
。

又
為
春
日
社
第
三
ノ
主
」
と
あ
る
の
と
同
じ
。

・ 
天
太
玉
命
…
『
書
紀
』
第
七
段
正
文
、
一
書
第
二
、
第
三

に
登
場
す
る
神
。
正
文
で
は
天
兒
屋
と
「
相ア

イ
ト
モ與
」
に
「
祈

祷
」
し
た
と
さ
れ
る
が
、
本
書
で
は
、
一
書
第
二
で
天
太

玉
が
「
幣ニ

ギ
テ
」
を
「
造
」
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
天
太

玉
を
「
挙
幣
の
役
」
と
し
た
か
。

・ 

安
房
洲
嶋
大
明
神
…
『
集
解
』
は
天
太
玉
に
つ
い
て
『
延

喜
式
』「
神
名
帳
」
を
引
い
て
「
安
房
ノ
国
安
房
ノ
郡
安

房
ニ
坐
ス
神
社
」
に
祀
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
洲
嶋
大
明

神
に
つ
い
て
は
未
詳
。

・ 

天
宇
受
女
命
…
『
書
紀
』
第
七
段
正
文
で
天
照
が
籠
も
っ

た
磐
戸
の
前
で
「
巧タ

ク
ミ
ワ
ザ
ヲ
キ
ス

作
俳
優
」
と
さ
れ
る
神
（「
天
鈿
命
」）。

・ 

こ
れ
舞
の
…
「
こ
れ
舞
の
始
め
也
」
の
誤
刻
（
脱
字
）
か
。

天
鈿
に
つ
い
て
は
『
惟
足
抄
』
に
「
是
神
楽
の
始
め
也
」

と
あ
る
よ
う
に
神
楽
の
祖
と
さ
れ
る
。

・ 

手
力
雄
の
命
は
磐
戸
の
前
に
立
て
日
神
を
出
し
奉
る
…

『
書
紀
』
第
七
段
正
文
で
天
照
が
「
以w

テ

御ミ

手テq

ヲ

細ホ
ソ

開ア
ケw

磐イ
ハ
ト戸q

ヲ

」、
外
を
「
窺
」
っ
た
時
、「
手タ

チ
カ
ラ
ヲ
ノ
カ
ミ

力
雄
神
則チ

奉
タ
マ
ハ
リ-w

承

天
照
大
神ノ

之
手ミ

テq

ヲ

引
ヒ
キ
テ

而
奉

タ
テ
マ
ツ
ルp

出イ
タ
シ」
と
い
う
記
述
を
踏
ま

え
る
。

・ 

信
州
戸
隠
明
神
…
長
野
県
長
野
市
に
あ
る
戸
隠
神
社
の
こ

と
。『
通
証
』
で
『
春
日
社
記
』
を
引
い
て
手
力
雄
を
「
信

濃
ノ
国
戸
隠
明
神
是
也
」
と
す
る
の
と
同
じ
。

・ 

端
出
之
縄
…
『
書
紀
』
第
七
段
正
文
で
天
照
が
岩
屋
か
ら

手
力
雄
に
よ
っ
て
引
き
出
し
た
時
、「
中ナ

カ
ト
ミ
ノ臣

神カ
ミ（

天
兒
屋
）」

と
「
忌イ

ン
ベ
ノ部
神カ

ミ

（
天
太
玉
）」
が
「
界ヒ

キ
ワ
タ
シ以
」
た
縄
。『
通
証
』

で
「
煕
近
曰
」
と
し
て
、「
後
世
神
事
斎
場
ニ
於
界
ニ
注

連
縄
以
不
浄
間
隔
ハ
之
ニ
軌
フ
也
」
と
す
る
よ
う
に
、
注

連
縄
の
起
源
と
さ
れ
る
。

・ 

常
世
の
長
鳴
尊
…
『
書
紀
』
第
七
段
正
文
で
、思
兼
に
よ
っ

て
集
め
ら
れ
、「
長
鳴
」
し
た
「
常ト

コ
ヨ
ノ世
之
長ナ

ガ
ナ
キ
ト
リ

鳴
鳥
」
の
こ
と
。

『
纂
疏
』
等
諸
注
釈
で
は
「
鶏
之
名
」
と
さ
れ
る
。

・
日
本
の
尊
…
未
詳
。

・ 

庭
火
有
て
神
事
を
行
ふ
事
、
此
時
の
例
也
…
『
書
紀
』
第

七
段
正
文
、
磐
戸
の
前
で
「
火ホ

ト
コ
ロ處
焼ヤ

キ

」
を
し
た
と
い
う
記

述
を
踏
ま
え
る
。『
古
語
拾
遺
』
で
は
同
場
面
を
「
擧w

テ

庭ニ
ハ
ビ燎q

ヲ

」
と
記
す
。
ま
た
、『
纂
疏
』
は
「
火
處
焼
者ト

ハ

處
處

擧w

ナ
リ

庭
燎q

ヲ

」
と
解
説
し
て
い
る
。「
庭
火
」
は
「
庭
で
た

く
火
。
特
に
宮
中
で
、
神
楽
を
奏
す
る
時
、
照
明
の
た
め

に
た
か
れ
る
篝
火
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。

・ 

天
高
市
、
香
具
山
、
飛
鳥
、
皆
大
和
に
事
跡
有
…
『
書
紀
』

第
七
段
一
書
第
一
で
「
八
百
萬
神
」
が
集
う
と
さ
れ
る

「
天
高
市
」
に
つ
い
て
、『
纂
疏
』
は
「
一
ニ

云
、
大
和
ノ

國

高タ
カ
チ
ノ市

郡リ

是ナ
リ

也
」
と
注
す
。
香
具
山
に
つ
い
て
は
、
忌
部
正

通
『
神
代
口
訣
』
貞
治
五
年
〈
一
三
六
六
〉
成
、
以
下
『
口

訣
』
に
「（
大
和
国
）
十
市
郡
」
と
注
さ
れ
る
他
、『
本
朝

神
社
考
』「
天
香
山
」
で
も
「
大
和
国
之
香
山
」
説
を
載

せ
る
。「
飛
鳥
」
も
大
和
国
高
市
郡
の
地
名
。
た
だ
し
『
書

紀
』
の
当
該
箇
所
に
「
飛
鳥
」
の
地
名
は
登
場
し
な
い
。

・ 

日
神
再
ひ
即
位
あ
り
け
れ
ば
、
天
下
日
中
の
如
し
…
『
書

紀
』
第
七
段
一
書
第
三
で
、
磐
戸
が
開
い
た
時
、「
日ヒ

カ
ミ
ノ神
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之
光ヒ

カ
リ

満ミ
チ
キw

於
六ク

ニ
ノ
ウ
チ合q

ニ

」
と
す
る
の
を
踏
ま
え
る
。

・ 

此
時
諸
工
匠
を
司
る
神
は
、
手
置
帆
負
ノ
命
、
彦
佐
知
命

な
り
…
「
手
置
帆
負
」「
彦
佐
知
」
は
、『
古
語
拾
遺
』
で
、

諸
神
が
天
照
を
磐
戸
か
ら
引
き
出
そ
う
と
し
た
時
、「
瑞

殿
」
や
「
矛
盾
」
を
作
っ
た
神
。『
通
証
』
で
は
「
玉
木

翁
曰
」
と
し
て
「
工
匠
之
祖
也
」
と
す
る
。『
書
紀
』
で

は
第
九
段
に
登
場
す
る
。

〈 

挿
絵
〉
磐
戸
を
開
け
る
手
力
雄
（
左
）。
右
画
面
の
左
は

天
宇
受
女
。
他
は
思
兼
、
太
玉
、
天
兒
屋
と
思
わ
れ
る
。

【
引
用
元
一
覧
】
＊
『
真
素
民
農
鏡
』
を
除
く

・ 『
延
喜
式
』
…
東
北
大
学
付
属
図
書
館
狩
野
文
庫
本
（
国
文
研
マ
イ
ク
ロ

D
IG

-T
H

K
K

-61007

）
＊
享
和
八
年
〈
一
七
二
三
〉
刊
本

・ 『
漢
書
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
本
（96-15-1
〜24

）
＊
刊
年

不
明
刊
本

・ 『
玄
同
放
言
』
…
早
稲
田
大
学
図
書
館
本
（ｲ

0500231

）

・ 『
古
語
拾
遺
』
…
宮
内
庁
書
陵
部
本
（
国
文
研
マ
イ
ク
ロD

IG
-K

SR
M

- 

295803

）
＊
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
刊
本

・ 『
古
事
記
』
…
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
山
内
文
庫
（
国
文
研
マ
イ

ク
ロ099-2035002

）
＊
元
禄
七
年
〈
一
六
九
四
〉
刊
本

・ 『
古
史
通
』
…
『
新
井
白
石
全
集
』
第
三
巻
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
七
）

・ 『
梧
窓
漫
筆
』
…
名
古
屋
大
学
付
属
図
書
館
（
国
文
研
マ
イ
ク
ロD

IG
-

N
A

G
O

-00039

）

・ 『
釈
日
本
紀
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
本
（ﾔ

2-45-1

〜15

）

・ 『
書
紀
集
解
』
…
東
京
大
学
文
学
部
宗
教
学
研
究
室
本
（
国
文
研
マ
イ
ク

ロ357-0043-004

）

・ 『
神
代
口
訣
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
本
（ﾔ

2-22-1

）
＊
寛
文
四
年
〈
一

六
六
四
〉
刊
本

・ 『
神
代
巻
惟
足
講
説
』
…
『
神
道
大
系
』
論
説
編
10
（
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
八
三
）

・ 『
神
代
巻
惟
足
抄
』
…
東
北
大
学
附
属
図
書
館
本
（
国
文
研
マ
イ
ク
ロ

D
IG

-T
H

K
K

-20369

）

・ 『
神
代
巻
風
葉
集
』
…
『
山
崎
闇
斎
』
上
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九

七
九
）

・ 『
神
道
名
目
類
聚
抄
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
本
（ﾔ

5-226-1

〜6

）

・ 『
制
度
通
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
本
（96-653-1

〜13

）

・ 『
先
代
旧
事
本
紀
』
…
国
立
国
会
図
書
館
本
（839-15

）
＊
寛
永
二
一
年

〈
一
六
四
四
〉
刊
本

・ 『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
…
『
神
道
大
系
』
神
宮
編
１
（
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
七
九
）

・ 『
田
禄
図
経
』
…
国
立
国
会
図
書
館
本
（
特1-384

）

・ 『
中
臣
祓
講
義
』（
竹
内
式
部
）
…
『
中
臣
祓
講
義
』（
岩
波
書
店
、
一
九

四
四
）

・ 『
中
臣
祓
講
義
』（
吉
川
惟
足
）
…
『
神
道
大
系
』
論
説
編
10
（
神
道
大

系
編
纂
会
、
一
九
八
三
）

・ 『
中
臣
祓
瑞
穂
抄
』
…
東
京
大
学
文
学
部
宗
教
学
研
究
所
本
（
国
文
研
マ

イ
ク
ロ357-0015-004

）

・ 『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
…
愛
媛
大
学
鈴
鹿
文
庫
本
（
国
文
研
マ
イ
ク
ロ

D
IG

-E
M

SK
-00202

）
＊
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
刊
本

・ 『
日
本
書
紀
纂
疏
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
本
（96-686-1

）

＊
刊
年
不
明
刊
本

・ 『
日
本
書
紀
通
証
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
本
（ﾔ

2-12-1

）

・ 『
保
建
大
記
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
本
（ﾔ

2-96-1

〜2

）
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・ 『
保
建
大
記
打
聞
』
…
国
立
国
会
図
書
館
本
（839-27

）

・ 『
本
朝
神
社
考
』
…
国
立
国
会
図
書
館
本
（841-34

）

・ 『
孟
子
』（『
四
書
集
注
』）
…
京
都
府
立
京
都
学
歴
彩
館
本
（
国
文
研
マ

イ
ク
ロD

IG
-K

Y
FU

-00247-000c

）
＊
天
明
三
年
〈
一
七
八
三
〉
和
刻
本

・ 『
孟
子
井
田
辨
』
…
東
北
大
学
付
属
図
書
館
狩
野
文
庫
本
（
国
文
研
マ
イ

ク
ロD

IG
-T

H
K

K
-61652

）

・ 『
論
語
集
注
』（『
四
書
集
注
』）
…
京
都
府
立
京
都
学
歴
彩
館
本
（
前
掲
）

【
付
記
】�　
画
像
の
掲
載
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
東
京
都
立
中
央
図
書
館
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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